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伊勢崎市教育委員会 

 



開催年月日 

開催の場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

 

 

 

 

前 回 会 議 録 の 承 認 

 

平成３１年１月１７日（木） 

伊勢崎市役所 本館５階職員研修室 

◇ 会 議 日 程 ◇ 

第１ 開会宣言 

第２ 会議録署名委員の指名 

第３ 前回会議録の承認 

第４ 会議録署名委員の署名 

第５ 教育長報告 

第６ 事前質問事項 

第７ 議事 

第８ その他の事項 

第９ 閉会宣言 

※出席委員 

１番  德 江 基 行 

２番  宮 川 亮 子 

３番  髙 橋 慶 一 

４番  津久井 喜代己 

５番  稲 庭 美智子 

 ※説明のため出席した者 

教 育 部 長    村 井 通 浩 

教 育 副 部 長    戸 田 康 一 

総 務 課 長    定 形 泰 明 

教 育 施 設 課 長    小野塚 博 久 

学 校 教 育 課 長    小 野   賢 

四ツ葉学園中等教育学校事務長    山 崎 芳 宣 

健 康 教 育 課 長    佐 藤 洋 子 

生 涯 学 習 課 長    二 上 哲 也 

図 書 館 課 長    井 野 幸 枝 

文 化 財 保 護 課 長    福 田   徹 

※総務課職員出席者 

書   記          久保田 朋 美 

書   記          阿左美 裕 美 

書   記          金 井 愛 実 

 

 

 ――― 開会宣言 ――― 

教育長から開会宣言があり、全員出席の旨の発言があった。 

 

 ――― 会議録署名委員の指名 ――― 

教育長から会議録署名委員として４番 津久井委員、５番 稲庭委員、議案の説

明者として教育部長、教育副部長、総務課長、教育施設課長、学校教育課長、四

ツ葉学園中等教育学校事務長、健康教育課長、生涯学習課長、図書館課長、文化

財保護課長の指名があった。 

 

 ――― 前回会議録の承認 ――― 

１２／２０の会議録の承認を求め、承認された。 



 

 

会議録署名委員の署名 

 

 

 

教 育 長 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 前 質 問  

 

 ――― 会議録署名委員の署名 ――― 

１２／２０の会議録の承認があり、署名をいただいた。 

    １２／２０ 教育長、髙橋委員、津久井委員署名 

 

 ――― 教育長報告 ――― 

≪学校教育課長≫ 

１.「平成３０年度就学援助費認定率について」、援助が必要と認定された世帯

に対し学校教育に必要な費用を援助する就学援助制度について、全保護者に

対して申請案内を配布したところ、平成３０年１２月１日現在で認定者数  

１，３２４人・認定率７．６％となり、前年度実績１，２５６人・認定率 

７．０％に比較して認定者数及び認定率が増加した旨、報告があった。 

また、今年度から、入学準備を円滑に実施できるよう、入学前に必要な援

助を行う新入学児童生徒学用品費入学前支給を実施し、申込期間は平成３１

年１月１０日から２月８日までとなっている旨、報告があった。 

２．「平成３０年度群馬県教職員表彰の受賞者について」、貢献教職員部門で特

別支援教育の分野から１人、優秀教職員部門で学習指導の分野から１人が受

賞した旨、資料を基に報告があった。 

≪四ツ葉学園中等教育学校事務長≫ 

３．「平成３１年度四ツ葉学園中等教育学校入学者選抜検査について」、願書受

付を１月１６日及び１７日の２日間で実施しているが、１６日午後４時現在

で男子９８人、女子１３６人、計２３４人の志願者数であり、１月２６日に

選抜検査を実施する旨、資料を基に報告があった。 

≪文化財保護課長≫ 

４．「伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館季節展『ひなまつり展』の開催について」、 

日本の年中行事を紹介するため、２月１３日から４月７日までの期間、赤堀

歴史民俗資料館収蔵のおひな様の展示を中心とした「ひなまつり展」を開催

する旨、資料を基に報告があった。 

≪宮川委員≫ 

四ツ葉学園中等教育学校入学者選抜検査について、小学校ごとに合格者数が

決まっているのではないかという保護者の噂があります。 

≪四ツ葉学園中等教育学校事務長≫ 

判定の際には、名前、学校名を伏せて判断しますので、全くそのようなこと

はございません。 

≪德江教育長≫ 

結果を見ても、年によって合格する人数は違っています。 

≪津久井委員≫ 

募集定員は男女それぞれ６０人ずつですが、倍率は女子の方が高くなってい

ます。それでも男女同じ人数をとるのでしょうか。男女合わせて１２０人なの

で、例えば女子が７０人、男子が５０人ということは行わないのですか。 

≪四ツ葉学園中等教育学校事務長≫ 

 男女別々に、各６０人の定員で募集しますので、それぞれ６０人です。 

 

―― 事前質問 ――― 



 

 

 

議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし 

 

 ――― 議案 ――― 

議案第１号「平成３１年度教育費に係る伊勢崎市一般会計歳入歳出当初予算の

見積りについて」教育長から上程があった。 

書記が議案を朗読のあと、教育部長から資料を基に説明がされた。 

≪宮川委員≫ 

  昨年の秋、群馬県文化奨励賞表彰式に出席しましたが、伊勢崎市からの受

賞者がおらず残念だと思いました。今まで以上に伊勢崎市の文化活動にもご

理解をいただき、ご支援いただければありがたいと思いました。私の娘はジ

ュニアオーケストラに入っていますが、年々人数が減ってしまい、伝統ある

子どもの合唱も活動が難しくなっています。少子化や習い事が多様になって

いる影響もありますが、文化面で元気がなくなっていることをご理解いただ

ければと思います。 

≪教育部長≫ 

  群馬県文化奨励賞表彰は、市から推薦するものですが、教育委員会ではな

く文化観光課が担当となっております。この件は文化観光課にお話をさせて

いただきます。 

≪髙橋委員≫ 

歳出で、小学校と中学校の空調設備整備事業があります。教室のエアコン

は全て整備済みだと思いますので、それ以外の部分を順次整備していくとい

うことですか。中学校はバリアフリー化整備事業もありますが、エレベータ

ーは設置済みですので、こちらも別の形で進めていくのでしょうか。 

≪教育部長≫ 

バリアフリー化は、生徒の状況に合わせて進めていきます。 

≪教育施設課長≫ 

空調については、小学校と中学校の普通教室は全て設置しました。過去に

設置した職員室や校長室の空調が老朽化しておりますので、更新という形で

入れ替えをするものです。 

≪稲庭委員≫ 

歳入で、学校教育課・２０款諸収入の雑入１，９６８千円の説明をお願い

します。 

≪学校教育課長≫ 

ＡＬＴ、外国語指導助手の家賃です。 

≪教育部長≫ 

ＡＬＴは市が契約している部屋に入居しているため、ＡＬＴは市に家賃を

払い、市から業者に家賃を支払っています。 

≪德江教育長≫ 

 伊勢崎市の場合、ＡＬＴにはＪＥＴと市直接雇用の２種類があります。雑

入はＪＥＴ４人分の家賃です。 

≪津久井委員≫ 

 歳出で、四ツ葉学園中等教育学校の教育振興事業費ですが、平成３１年度

が特に多いのでしょうか。それとも毎年このくらいの予算額なのでしょう

か。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の事項 

 

 

 

閉 会 

≪四ツ葉学園中等教育学校事務長≫ 

 文部科学省ではＩＣＴ教育を推進しており、各学校でも推進していますの

で、それに置いていかれないように四ツ葉学園でもタブレットを設置するも

のです。 

≪津久井委員≫ 

 平成３１年度が特に多くなっているということですね。 

≪四ツ葉学園中等教育学校事務長≫ 

 はい、そうです。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第２号「平成３１年度伊勢崎市学校給食センター事業費に係る特別会計歳

入歳出当初予算の見積りについて」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、教育副部長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

――― その他の事項 ――― 

・次回の教育委員会の日程について 

２月１２日（火）午後２時００分  本館５階職員研修室 

 

 ――― 閉会宣言 ――― 

以上により閉会する旨の宣言が教育長からあった。 
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伊勢崎市教育委員会 

 



開催年月日 

開催の場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

 

 

 

 

前 回 会 議 録 の 承 認 

 

平成３１年２月１２日（火） 

伊勢崎市役所 本館５階職員研修室 

◇ 会 議 日 程 ◇ 

第１ 開会宣言 

第２ 会議録署名委員の指名 

第３ 前回会議録の承認 

第４ 会議録署名委員の署名 

第５ 教育長報告 

第６ 事前質問事項 

第７ 議事 

第８ その他の事項 

第９ 閉会宣言 

※出席委員 

１番  德 江 基 行 

２番  宮 川 亮 子 

３番  髙 橋 慶 一 

４番  津久井 喜代己 

５番  稲 庭 美智子 

 ※説明のため出席した者 

教 育 部 長    村 井 通 浩 

教 育 副 部 長    戸 田 康 一 

総 務 課 長    定 形 泰 明 

教 育 施 設 課 長    小野塚 博 久 

学 校 教 育 課 長    小 野   賢 

四ツ葉学園中等教育学校事務長    山 崎 芳 宣 

健 康 教 育 課 長    佐 藤 洋 子 

生 涯 学 習 課 長    二 上 哲 也 

図 書 館 課 長    井 野 幸 枝 

文 化 財 保 護 課 長    福 田   徹 

※総務課職員出席者 

書   記          久保田 朋 美 

書   記          阿左美 裕 美 

書   記          金 井 愛 実 

 

 

 ――― 開会宣言 ――― 

教育長から開会宣言があり、全員出席の旨の発言があった。 

 

 ――― 会議録署名委員の指名 ――― 

教育長から会議録署名委員として５番 稲庭委員、２番 宮川委員、議案の説明

者として教育部長、教育副部長、総務課長、教育施設課長、学校教育課長、四ツ

葉学園中等教育学校事務長、健康教育課長、生涯学習課長、図書館課長、文化財

保護課長の指名があった。 

 

 ――― 前回会議録の承認 ――― 

１／１７の会議録の承認を求め、承認された。 



 

 

会議録署名委員の署名 

 

 

 

教 育 長 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 前 質 問  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ――― 会議録署名委員の署名 ――― 

１／１７の会議録の承認があり、署名をいただいた。 

    １／１７ 教育長、津久井委員、稲庭委員署名 

 

 ――― 教育長報告 ――― 

≪総務課長≫ 

１.「平成３０年度伊勢崎市学校教育振興事業褒章対象者について」芸術文化や

スポーツ等で優秀な成績を収めた３２０人の児童生徒を表彰し、記念品を授

与する旨、資料を基に報告があった。 

≪学校教育課長≫ 

２．「平成３０年度『いせさき元気大賞』の受賞者について」個人で１人、団体

で２団体の児童生徒が受賞した旨、資料を基に報告があった。 

≪四ツ葉学園中等教育学校事務長≫ 

３．「平成３１年度四ツ葉学園中等教育学校入学者選抜検査について」、２３７

人の志願者に対して１月２６日に選抜検査を実施し、１２４人が合格になっ

た旨、資料を基に報告があった。 

≪文化財保護課長≫ 

４．「『田島弥平旧宅』消防訓練の実施について」、３月１０日、田島弥平旧宅に

おいて、火災防ぎょ訓練を実施する旨、資料を基に報告があった。 

５．「田島弥平旧宅と絹産業遺産めぐりについて」、３月１７日、田島弥平旧宅、

史跡高山社跡（藤岡市）、競進社模範蚕室（本庄市）、渋沢栄一記念館（深谷

市）、渋沢栄一生家「中の家」（深谷市）を専門家の解説を聞きながら市有バ

スでめぐるツアーを開催する旨、資料を基に報告があった。 

≪髙橋委員≫ 

褒章について、例えば小学生でもらった子が中学生になってもう一度もらう

ことはできるのでしょうか。 

≪総務課長≫ 

はい、基準に該当すれば褒章の対象になります。 

≪宮川委員≫ 

たくさんの子どもたちが頑張っている姿が目に浮かびます。中学校の部活動

が活躍していると、これから中学生になる小学生の励みになりますので、すば

らしいことだと思います。 

 

―― 事前質問 ――― 

１．「肥満度５０％以上の児童生徒への受診勧告と受診率、学校での指導につい

て」（津久井委員） 

２．「３月末時点での危険なブロック塀の撤去状況について」（津久井委員） 

 

１．事前質問の１点目について、健康教育課長から説明がされた。 

≪健康教育課長≫ 

 群馬県では、肥満度が小中学生全ての年齢において全国平均を上回ってお

り、健康課題となっています。今年度から小中学校における生活習慣病予防対

策基本方針に基づく取組が始まり、肥満度５０％以上の児童生徒には医療機関



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

への受診勧告をしています。今年度の受診勧告は、小学校で１１５人（１．

０％）、中学校・四ツ葉学園中等教育学校前期課程で９８人（１．６％）でし

た。このうち１０月末現在で受診した児童生徒は、小学校で５９人（５１％）、

中学校・四ツ葉学園中等教育学校前期課程で３２人（３３％）でした。高度肥

満児童生徒へは、医師の指導による食事や運動等の生活習慣指導、家庭での毎

日の体重測定と記録、定期的な受診指導を行っています。また、学校でも肥満

傾向の児童生徒を対象に個別指導を行ったり、学校保健委員会でおやつや運動

等の生活習慣について取り上げたりするなど、児童生徒及び保護者に対する啓

発を行っています。近年、生活習慣病が大人だけでなく子どもでも大きな社会

問題となっています。また、生活習慣病は小児肥満と極めて深く関連していま

す。児童生徒及び保護者に対する健康教育や啓発を充実させ、生活習慣病予防

に取り組んでいくことが大切であると考えています。 

 

２．事前質問の２点目について、教育施設課長から説明がされた。 

≪教育施設課長≫ 

 幼稚園、小中学校の学校関係についてお答えします。ブロック塀の高さが 

２．２ｍの基準を超えている学校が３校ありましたが、３校とも既に撤去を行

いました。なお、控え壁が不適合なブロック塀がある１７施設については、順

次撤去または改修工事を進めているところです。 

 

 ≪津久井委員≫ 

 ありがとうございました。今年度の受診状況が気になったため質問させてい

ただきましたが、手厚く健康管理していただいているので安心しました。 

 

 ――― 議案 ――― 

議案第３号「平成３０年度教育費に係る伊勢崎市一般会計歳入歳出補正予算（第

３号）の見積り等について」教育長から上程があった。 

書記が議案を朗読のあと、教育部長から資料を基に説明がされた。 

≪髙橋委員≫ 

  歳入で出てきた「不採択」について教えてください。 

≪教育部長≫ 

  補助金申請をしましたが、国で不採択となり、補助金が出なかったものです。 

≪稲庭委員≫ 

繰越明許費の事業内容について教えてください。 

≪教育部長≫ 

教育施設課でブロック塀工事、文化財保護課で田島弥平旧宅整備工事が年度

内に工事が完了しないため、来年度に繰り越すものです。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第４号「平成３０年度教育費に係る伊勢崎市一般会計補正予算（第３号）の

債務負担行為について」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、教育部長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第５号「平成３０年度伊勢崎市学校給食センター事業費に係る特別会計歳入

歳出補正予算（第２号）の見積り等について」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、教育副部長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第６号「平成３１年度伊勢崎市教育行政方針案について」教育長から上程が

あった。 

書記が議案の朗読のあと、総務課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第７号「伊勢崎市学校給食センター条例の一部を改正する条例案について」

教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、健康教育課長から資料を基に説明がされた。 

≪髙橋委員≫ 

  第一東学校給食調理場と第一西学校給食調理場は番地が同じですが、位置関

係を教えてください。 

≪健康教育課長≫ 

  新しい学校給食調理場は一つの建物ですが、建物の中が二つに分かれており

ます。東側を第一東学校給食調理場、西側を第一西学校給食調理場とし、一棟

ではありますが二つの調理場となっております。 

≪德江教育長≫ 

  一つの建物の中にコンクリート壁があり、中は完全に分かれています。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第８号「（仮称）新学校給食調理場建築工事請負変更契約の締結に係る臨時

代理の承認について」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、健康教育課長から資料を基に説明がされた。 

≪稲庭委員≫ 

  契約方法は指名競争入札とあります。２０ページの議案の契約方法は条件付

一般競争入札とありますが、違いを教えてください。 

≪健康教育課長≫ 

  （仮称）新学校給食調理場建築工事請負契約は、当初の契約方法が指名競争

入札でした。 

≪稲庭委員≫ 

  当初の契約方法が指名競争入札で、変更契約でまた指名競争入札をするので

すか。 

≪健康教育課長≫ 

最初の入札が指名競争入札であったということであり、変更契約では入札は

行いません。 

≪稲庭委員≫ 

  当初と同じ会社と変更契約を結ぶということですね。 

≪健康教育課長≫ 

  はい、そうです。工程等の変更によって設計変更や金額変更が生じるため、

同じ会社と変更契約を行うものです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪生涯学習課長≫ 

 指名競争入札は相手方を指名して入札を行います。基本的に、高額な工事等

につきましては、リスク回避のため、ある程度の規模を持った会社を条件とし

た一般競争入札を行います。 

≪教育副部長≫ 

 契約方法については、教育部で決めているのではなく、財政部で入札に関す

る契約ルールが定められています。工事内容や設計金額等に基づき、指名競争

入札であったり条件付一般競争入札であったりという選定をしております。 

≪德江教育長≫ 

 健康教育課長の説明で変更契約の差額が違っていたようですが、もう一度説

明をしてください。 

≪健康教育課長≫ 

 今回３回目の変更契約となります。２回目の金額が１，２５８，３０８，０

００円であり、この部分の説明が抜けておりました。４，９３５，６００円の

増額となります。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第９号「（仮称）新学校給食調理場の愛称名及び食器デザインの決定につい

て」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、健康教育課長から資料を基に説明がされた。 

≪津久井委員≫ 

  （仮称）新学校給食調理場の正式名称が第一東学校給食調理場と第一西学校

給食調理場になるということでしたが、この二つの調理場を合わせて「くわま

る給食センター」という愛称になるということでよろしいでしょうか。 

≪健康教育課長≫ 

  正式名称は第一東学校給食調理場と第一西学校給食調理場ですが、子どもた

ちに親しみを持ってもらえるように、この二つの調理場を合わせて「くわまる

給食センター」とします。 

≪津久井委員≫ 

  愛称があるのはここの調理場だけですか。 

≪健康教育課長≫ 

はい、そうです。 

≪津久井委員≫ 

  新しくできる給食センターだけ、食器デザインにくわまるのイラストをつけ

るのでしょうか。 

≪健康教育課長≫ 

はい、そうです。イラストは食器会社がきれいにデザインを整えたものをつ

けます。 

≪宮川委員≫ 

  かわいらしいデザインがたくさんありました。デザインは１点だけなのでし

ょうか。 

≪健康教育課長≫ 

  良いデザインがたくさんありましたが、１点に絞りました。学校給食運営委

員会では、デザインを２点以上にしようという意見は出ませんでした。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の事項 

 

 

 

閉 会 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第１０号「宮郷公民館新築工事請負変更契約の締結に係る臨時代理の承認に

ついて」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第１１号「伊勢崎市公民館条例の一部を改正する条例案について」教育長か

ら上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 

≪髙橋委員≫ 

  ２１０円、３１０円、５３０円、１，０８０円の区分について教えてくださ

い。 

≪生涯学習課長≫ 

  ２１０円が午前、３１０円が午後、５３０円が夜間、１，０８０円が全日で

す。 

≪髙橋委員≫ 

  夜間は１８時からですか。 

≪生涯学習課長≫ 

１８時からです。 

≪髙橋委員≫ 

  北公民館は部屋の名称が変わるのですか。 

≪生涯学習課長≫ 

  条文整備を図るもので、北公民館は講義室を講座室に改めます。北公民館で

は講座室と呼んでおり、実際の使用に合わせるものです。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第１２号「伊勢崎市公民館運営審議会委員の委嘱に係る臨時代理の承認につ

いて」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第１３号「伊勢崎市社会教育委員の委嘱に係る臨時代理の承認について」教

育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

 

――― その他の事項 ――― 

・次回の教育委員会の日程について 

３月１８日（月）午後２時００分  本館５階職員研修室 

 

 ――― 閉会宣言 ――― 

以上により閉会する旨の宣言が教育長からあった。 
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伊 勢 崎 市 教 育 委 員 会 会 議 録 
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平成３１年３月１８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢崎市教育委員会 

 



開催年月日 

開催の場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

 

 

 

 

前 回 会 議 録 の 承 認 

 

平成３１年３月１８日（月） 

伊勢崎市役所 本館５階職員研修室 

◇ 会 議 日 程 ◇ 

第１ 開会宣言 

第２ 会議録署名委員の指名 

第３ 前回会議録の承認 

第４ 会議録署名委員の署名 

第５ 教育長報告 

第６ 事前質問事項 

第７ 議事 

第８ その他の事項 

第９ 閉会宣言 

※出席委員 

１番  德 江 基 行 

２番  宮 川 亮 子 

３番  髙 橋 慶 一 

４番  津久井 喜代己 

５番  稲 庭 美智子 

 ※説明のため出席した者 

教 育 部 長    村 井 通 浩 

教 育 副 部 長    戸 田 康 一 

総 務 課 長    定 形 泰 明 

教 育 施 設 課 長    小野塚 博 久 

学 校 教 育 課 長    小 野   賢 

四ツ葉学園中等教育学校事務長    山 崎 芳 宣 

健 康 教 育 課 長    佐 藤 洋 子 

生 涯 学 習 課 長    二 上 哲 也 

図 書 館 課 長    井 野 幸 枝 

文 化 財 保 護 課 長    福 田   徹 

※総務課職員出席者 

書   記          久保田 朋 美 

書   記          阿左美 裕 美 

書   記          金 井 愛 実 

 

 

 ――― 開会宣言 ――― 

教育長から開会宣言があり、全員出席の旨の発言があった。 

 

 ――― 会議録署名委員の指名 ――― 

教育長から会議録署名委員として２番 宮川委員、３番 髙橋委員、議案の説明

者として教育部長、教育副部長、総務課長、教育施設課長、学校教育課長、四ツ

葉学園中等教育学校事務長、健康教育課長、生涯学習課長、図書館課長、文化財

保護課長の指名があった。 

 

 ――― 前回会議録の承認 ――― 

２／１２の会議録の承認を求め、承認された。 



 

 

会議録署名委員の署名 

 

 

 

教 育 長 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 前 質 問  

 

 

議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ――― 会議録署名委員の署名 ――― 

２／１２の会議録の承認があり、署名をいただいた。 

    ２／１２ 教育長、稲庭委員、宮川委員署名 

 

 ――― 教育長報告 ――― 

≪教育部長≫ 

１.「平成３１年第１回伊勢崎市議会定例会における教育委員会に関する一般質

問の答弁概要について」、資料を基に報告があった。 

≪髙橋委員≫ 

細谷議員の質問に対する答弁の中に「ユネスコスクール」が出てきますが、

このユネスコスクールというのはユネスコ憲章ができた時点から定められて

いたのでしょうか。 

≪学校教育課長≫ 

ユネスコスクールがユネスコ憲章の当初から入っていたかどうかは承知し

ておりませんが、ユネスコスクールとして環境教育だけではなく、人権教育、

福祉教育等を一体的に進めていくことを目的に加盟している学校があります。

県内では藤岡市が熱心に取り組んでいます。伊勢崎市では四ツ葉学園がこれか

ら取り組んでいきますので、その状況をみて小中学校も検討をしてまいりま

す。 

≪稲庭委員≫ 

長谷田議員の質問に対する答弁で、資料５ページ、不登校発生率の①～④の

定義を教えてください。 

≪学校教育課長≫ 

①②が小学校で、③④が中学校です。 

≪德江教育長≫ 

 小学生のことを「児童」、中学生のことを「生徒」と呼んでいます。 

 

―― 事前質問 ――― 

  なし 

 

 ――― 議案 ――― 

議案第１５号「伊勢崎市臨海学校条例施行規則の一部を改正する規則案につい

て」教育長から上程があった。 

書記が議案を朗読のあと、教育施設課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案１６号「市教育委員会が任命権を有する教職員の任免について」教育長から

上程があった。 

人事案件のため、秘密会にて審議したい旨の発言があり、委員了承により秘密会

での審議となった。 

 

議案第１７号「伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校受検料等の免除等に関する規

則の一部を改正する規則案について」教育長から上程があった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の事項 

書記が議案の朗読のあと、四ツ葉学園中等教育学校事務長から資料を基に説明が

された。 

≪髙橋委員≫ 

  辞退と取消の手続きを加えるということですね。 

≪四ツ葉学園中等教育学校事務長≫ 

  はい、そうです。 

≪稲庭委員≫ 

  授業料の減免等を受けられる要件を教えてください。 

≪四ツ葉学園中等教育学校事務長≫ 

中学生は義務教育ですので授業料はありませんが、高校にあたる後期課程で

は、他の県立と同様に月９，９００円の授業料がかかります。ただし、住民税

所得割で５０万７，０００円未満ですと、国から就学支援金が支給されます。

こちらに該当する生徒は授業料が減免になります。なお、四ツ葉学園の場合は

約２割の生徒が授業料を納めております。 

≪稲庭委員≫ 

  そうすると第９条（３）の「授業料の減免等を必要としない事由が生じたと

き」というのは、収入が上回った場合ということになりますか。 

≪四ツ葉学園中等教育学校事務長≫ 

  具体的な事例をいいますと、４年生で１年間アメリカ合衆国に留学している

生徒は学校におりませんので授業料の減免を受けます。しかし、何かの事情で

途中帰国してきた場合、（１）の「授業料減免等辞退届」を提出してもらうこ

とになります。ここで辞退届を出せない場合には（３）に該当すると判断し、

減免を取り消すことになります。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第１８号「伊勢崎市文化財調査委員委嘱について」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、文化財保護課長から資料を基に説明がされた。 

≪稲庭委員≫ 

  文化財調査委員には、どういった方が推薦されるのでしょうか。 

≪文化財保護課長≫ 

  各分野の専門家です。１番が建築学、２番が歴史学（近世史）、３番が民俗

学、４番が歴史学（古代史）、５番が考古学、６番が歴史学（中世史）です。 

≪德江教育長≫ 

  委嘱期間について、平成３３年の表記方法を工夫してください。 

≪文化財保護課長≫ 

分かりました。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第１９号「伊勢崎市指定重要文化財の指定解除について」教育長から上程が

あった。 

書記が議案の朗読のあと、文化財保護課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

――― その他の事項 ――― 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閉 会 

・次回の教育委員会の日程について 

４月１９日（金）午後２時００分  本館５階職員研修室 

 

≪津久井委員≫ 

先日の新聞で、特別支援学級が増設される記事をみました。伊勢崎市から請願

が出ていた件と新聞に載っておりました。色々と御足労をおかけしたことと思い

ます。ありがとうございました。特別支援教育の充実が図れることを願っており

ます。 

 

 ――― 閉会宣言 ――― 

以上により閉会する旨の宣言が教育長からあった。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

伊 勢 崎 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

平成３１年３月２５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢崎市教育委員会 

 



開催年月日 

開催の場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 

 

 

会議録署名委員 

の指名 

 

 

 

 

 

前回会議録の承認 

 

 

教育長職務代理者 

の指名 

 

 

 

 

平成３１年３月２５日（月） 

伊勢崎市役所 本館４階教育委員会室 

◇ 会 議 日 程 ◇ 

第１ 開会宣言 

第２ 会議録署名委員の指名 

第３ 前回会議録の承認 

第４ 教育長職務代理者の指名 

第５ 議事 

第６ その他の事項 

第７ 閉会宣言 

※出席委員 

德 江 基 行 

髙 橋 慶 一 

津久井 喜代己 

稲 庭 美智子 

髙 山 英 記 

※説明のため出席した者 

教 育 部 長    村 井 通 浩 

教 育 副 部 長    戸 田 康 一 

総 務 課 長    定 形 泰 明 

生 涯 学 習 課 長    二 上 哲 也 

※総務課職員出席者 

書   記          久保田 朋 美 

書   記          阿左美 裕 美 

書   記          金 井 愛 実 

 

 

 ――― 開会宣言 ――― 

教育長から開会宣言があり、全員出席の旨の発言があった。 

 

 ――― 会議録署名委員の指名 ――― 

教育長から、会議の席順については１番 德江教育長、２番 髙橋委員、３番 津

久井委員、４番 稲庭委員、５番 髙山委員とし、会議録署名委員として２番 髙

橋委員、３番 津久井委員が指名された。 

議案の説明者として教育部長、教育副部長、総務課長、生涯学習課長の指名が

あった。 

 

 ――― 前回会議録の承認 ――― 

３／１８の会議録については、調整中のため署名はない旨の報告があった。 

 

 ――― 教育長職務代理者の指名 ――― 

伊勢崎市教育委員会教育長職務代理者の指名について、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第１３条第２項の規定に基づき、教育長職務代理者に髙橋委

員が指名された。 

 教育長職務代理者について、総務課長から説明があった。 

 



 

議     事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――― 議案 ――― 

議案第２０号「伊勢崎市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則案につ

いて」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、総務課長から資料を基に説明がされた。 

≪稲庭委員≫ 

  課に課長補佐を加える理由を教えてください。 

≪総務課長≫ 

課長補佐は課の人数が多いところに置きます。全ての課に置くわけではあり

ません。教育部については、業務が多忙化していることから、課長補佐を設置

します。 

≪髙橋委員≫ 

  学校保健係が学校教育課に移るということですが、人員も移るのですか。 

≪総務課長≫ 

健康教育課にありました学校保健係の係員が学校教育課にそのまま移りま

す。係だけ移って人数が減るということはなく、事務が遅滞なく行われるよう

配慮しております。 

≪德江教育長≫ 

  学校保健係は健康教育課にありましたが、子供の指導を一体的に進めるため

には指導係と学校保健係を一緒の課に置いたほうが効果的であると判断し、統

合することにしました。これまでも学校教育課の業務は非常に多かったわけで

すが、さらに業務が多くなるということで、学校教育課に課長補佐を置いて、

学校教育課長を補佐します。また、教員の働き方改革が言われておりますが、

教育委員会も非常に残業が多いことから、教育委員会の働き方改革で副部長を

入れ、学校教育課長の事務を分担し、伊勢崎市の学校教育の充実を図ります。 

≪総務課長≫ 

課長補佐ですが、他の課では課長補佐兼係長で係を持っています。今回の課

長補佐は係を持たない単独の課長補佐になります。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第２１号「伊勢崎市教育委員会職員の職の設置及び職務に関する規則の一部

を改正する規則案について」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、総務課長から資料を基に説明がされた。 

≪髙橋委員≫ 

  課長補佐、事務長補佐、係長・・・とありますが、これは課長補佐兼係長も

あるということですね。 

≪総務課長≫ 

はい、そうです。事務の内容を職に応じてしっかりと分けました。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第２２号「伊勢崎市人権教育推進委員会規則の一部を改正する規則案につい

て」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 

≪髙橋委員≫ 

  公民館館長は事務局ですから削ってよいと思います。 



 

 

 

 

 

 

その他の事項 

 

 

 

閉 会 

 

≪生涯学習課長≫ 

職の設置及び職務に関する規則の一部改正に合わせたタイミングで削るこ

とにしました。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

――― その他の事項 ――― 

・次回の教育委員会の日程について 

４月１９日（金）午後２時００分  本館５階職員研修室 

 

――― 閉会宣言 ――― 

以上により閉会する旨の宣言が教育長からあった。 
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伊 勢 崎 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

平成３１年４月１９日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢崎市教育委員会 

 



開催年月日 

開催の場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

 

 

 

 

前 回 会 議 録 の 承 認 

平成３１年４月１９日（金） 

伊勢崎市役所 本館５階職員研修室 

◇ 会 議 日 程 ◇ 

第１ 開会宣言 

第２ 会議録署名委員の指名 

第３ 前回会議録の承認 

第４ 会議録署名委員の署名 

第５ 教育長報告 

第６ 事前質問事項 

第７ 議事 

第８ その他の事項 

第９ 閉会宣言 

※出席委員 

１番  德 江 基 行 

２番  髙 橋 慶 一 

３番  津久井 喜代己 

４番  稲 庭 美智子 

５番  髙 山 英 記 

 ※説明のため出席した者 

教 育 部 長    村 井 通 浩 

教 育 副 部 長    戸 田 康 一 

教 育 副 部 長    小 野   賢 

総 務 課 長    定 形 泰 明 

教 育 施 設 課 長    小野塚 博 久 

学 校 教 育 課 長    三 木 俊 幸 

四ツ葉学園中等教育学校事務長    山 崎 芳 宣 

健 康 給 食 課 長    佐 藤 洋 子 

生 涯 学 習 課 長    二 上 哲 也 

図 書 館 課 長    井 野 幸 枝 

文 化 財 保 護 課 長    倉 林   潤 

※総務課職員出席者 

書   記          久保田 朋 美 

書   記          阿左美 裕 美 

書   記          金 井 愛 実 

 

 

 ――― 開会宣言 ――― 

教育長から開会宣言があり、全員出席の旨の発言があった。 

 

 ――― 会議録署名委員の指名 ――― 

教育長から会議録署名委員として３番 津久井委員、４番 稲庭委員、議案の説

明者として教育部長、教育副部長、総務課長、教育施設課長、学校教育課長、四

ツ葉学園中等教育学校事務長、健康給食課長、生涯学習課長、図書館課長、文化

財保護課長の指名があった。 

 

 ――― 前回、前々回会議録の承認 ――― 



 

 

 

会議録署名委員の署名 

 

 

 

 

教 育 長 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 前 質 問  

 

３／１８、３／２５の会議録の承認を求め、承認された。 

 

 ――― 会議録署名委員の署名 ――― 

３／１８、３／２５の会議録に署名をいただいた。 

３／１８ 教育長、宮川委員（事後署名）、髙橋委員 

    ３／２５ 教育長、髙橋委員、津久井委員署名 

 

 ――― 教育長報告 ――― 

≪四ツ葉学園中等教育学校事務長≫ 

１.「平成３１年度四ツ葉学園中等教育学校入学式について」、第１１回入学式が

行われ、１２６名が入学した旨、資料を基に報告があった。 

２．「第５期生進路状況について」第５期生の大学等への合格者数及び進学者・

就職者数について、資料を基に報告があった。 

≪健康給食課長≫ 

３．「伊勢崎市第３子以降学校給食費助成金交付要綱の制定について」、多子世帯

への学校給食費負担軽減の観点から、第３子以降の学校給食費を助成する旨、

資料を基に報告があった。 

≪図書館課長≫ 

４．「『こどもの読書週間』に合わせた各種事業について」、各図書館において、

こども読書週間に合わせて図書館や本に親しむきっかけになる特別イベント

を開催する旨、資料を基に報告があった。 

≪文化財保護課長≫ 

５．「赤堀歴史民俗資料館季節展『端午の節供展』について」、４月１６日から５

月１２日まで、赤堀歴史民俗資料館において開催する旨、資料を基に報告があ

った。 

６．「平成３１年度はたおり体験学習について」、今年度の事業内容と実施予定日

について、資料を基に報告があった。 

≪髙橋委員≫ 

第３子以降学校給食費の助成について、周知方法はどのようにするのでしょ

うか。 

≪健康給食課長≫ 

昨日の学校事務職員研修会において、説明をしました。要綱や申請書等はこ

れから学校を通じて保護者に配布し、周知していきます。また、ホームページ、

広報いせさきにも掲載します。 

≪稲庭委員≫ 

「こどもの読書週間」特別イベントで「本のお楽しみ袋」がありますが、対

象年齢等を教えてください。 

≪図書館課長≫ 

中身が見えない袋に入れています。袋には、中に入っている本を想像させる

タイトルがついており、何が入っているのかなと想像しながら楽しんで借りて

もらうようにしております。対象年齢も表示しております。 

 

―― 事前質問 ――― 

  なし 



 

 

議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ――― 議案 ――― 

議案第２３号「平成３０年度教育費に係る伊勢崎市一般会計歳入歳出補正予算

（第４号）の計上に係る臨時代理の承認について」教育長から上程があった。 

書記が議案を朗読のあと、教育部長から資料を基に説明がされた。 

≪髙橋委員≫ 

  幼稚園運営事業の補助金は、幼児教育の無償化とつながりはあるのでしょう

か。 

≪小野教育副部長≫ 

  無償化とは関係ありません。私立幼稚園に就園する家庭への援助です。無償

化は、本年１０月からになります。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第２４号「学校運営協議会委員の委嘱又は任命に係る臨時代理の承認につい

て」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、学校教育課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第２５号「伊勢崎市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱又は任命に係る臨

時代理の承認について」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、学校教育課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第２６号「伊勢崎市立学校施設使用条例の一部を改正する条例案について」

教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、教育施設課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第２７号「伊勢崎市臨海学校条例の一部を改正する条例案について」教育長

から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、教育施設課長から資料を基に説明がされた。 

≪津久井委員≫ 

  消費税が変わるたびに改正するのでしょうか。元の値にプラス消費税とはし

ないのですね。 

≪戸田教育副部長≫ 

  使用料は条例で定めることとされており、率ではなく金額で定めることにな

っております。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第２８号「伊勢崎市公民館条例の一部を改正する条例案について」教育長か

ら上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 

≪稲庭委員≫ 

  何月何日からですか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪德江教育長≫ 

  平成３１年１０月１日からです。 

≪教育部長≫ 

  改正案は６月議会に上程します。施行は１０月１日からです。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第２９号「伊勢崎市広瀬生涯学習館条例の一部を改正する条例案について」

教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 

≪津久井委員≫ 

  議案第２８号、２９号、３０号は使用料が同じですが、違いを教えてくださ

い。 

≪生涯学習課長≫ 

  公民館、広瀬生涯学習館、集会所それぞれ条例で使用料を定めています。公

民館は生涯学習拠点です。広瀬生涯学習館も目的は公民館とほぼ同じですが、

自主事業を行っておらず、貸し出しが主の施設です。集会所は人権問題の解消

のために設置された施設で、その目的のために貸し出しをしており、自主事業

は行っておらず、区長が鍵の管理者で職員はおりません。 

≪津久井委員≫ 

  分かりました。 

≪教育部長≫ 

どの施設も地域の皆さんに使ってもらうものですが、施設の目的によって条

例が別々になっておりますので、改正手続きも別々になります。 

≪德江教育長≫ 

  広瀬生涯学習館は公民館ではありません。貸館業務だけであり、いわゆる公

民館法に係る施設ではありません。そのため、独立して使用料を定めています。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第３０号「伊勢崎市集会所条例の一部を改正する条例案について」教育長か

ら上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第３１号「伊勢崎市青少年育成センター条例の一部を改正する条例案につい

て」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第３２号「伊勢崎市あずまホール条例の一部を改正する条例案について」教

育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 

≪津久井委員≫ 

  あずまホールだけですか。例えば境総合文化センターはないのですか。 

≪生涯学習課長≫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の事項 

 

 

 

閉 会 

  あずまホールは公民館と連結した一体型施設です。文化会館や市民プラザの

ように単体ではなく、公民館と切り離すことができません。あずまホールは指

定管理という形で生涯学習課が所管しております。公民館と離れていれば、お

そらく文化観光課の所管であろうと考えます。用途は文化会館と同じです。 

≪津久井委員≫ 

  分かりました。 

≪德江教育長≫ 

複合施設になっており、公民館は直営、あずまホールは指定管理者制度です。 

≪戸田教育副部長≫ 

  あずまホールの利用形態は、文化会館や境総合文化センターと同じです。公

民館と施設が通路でつながっているため、所管は教育部になっております。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第３３号「伊勢崎市地域交流センター赤石楽舎条例の一部を改正する条例案

について」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

――― その他の事項 ――― 

・次回の教育委員会の日程について 

５月２０日（月）午後２時００分  東館５階第１会議室 

 

 ――― 閉会宣言 ――― 

以上により閉会する旨の宣言が教育長からあった。 
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伊 勢 崎 市 教 育 委 員 会 会 議 録 
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伊勢崎市教育委員会 

 



開催年月日 

開催の場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

 

 

 

 

前 回 会 議 録 の 承 認 

令和元年５月２０日（月） 

伊勢崎市役所 東館５階第１会議室 

◇ 会 議 日 程 ◇ 

第１ 開会宣言 

第２ 会議録署名委員の指名 

第３ 前回会議録の承認 

第４ 会議録署名委員の署名 

第５ 教育長報告 

第６ 事前質問事項 

第７ 議事 

第８ その他の事項 

第９ 閉会宣言 

※出席委員 

１番  德 江 基 行 

２番  髙 橋 慶 一 

３番  津久井 喜代己 

４番  稲 庭 美智子 

５番  髙 山 英 記 

 ※説明のため出席した者 

教 育 部 長    村 井 通 浩 

教 育 副 部 長    戸 田 康 一 

教 育 副 部 長    小 野   賢 

総 務 課 長    定 形 泰 明 

教 育 施 設 課 長    小野塚 博 久 

学 校 教 育 課 長    三 木 俊 幸 

四ツ葉学園中等教育学校事務長    山 崎 芳 宣 

健 康 給 食 課 長    佐 藤 洋 子 

生 涯 学 習 課 長    二 上 哲 也 

図 書 館 課 長    井 野 幸 枝 

文 化 財 保 護 課 長    倉 林   潤 

※総務課職員出席者 

書   記          久保田 朋 美 

書   記          阿左美 裕 美 

書   記          金 井 愛 実 

 

 

 ――― 開会宣言 ――― 

教育長から開会宣言があり、全員出席の旨の発言があった。 

 

 ――― 会議録署名委員の指名 ――― 

教育長から会議録署名委員として４番 稲庭委員、５番 髙山委員、議案の説明

者として教育部長、教育副部長、総務課長、教育施設課長、学校教育課長、四ツ

葉学園中等教育学校事務長、健康給食課長、生涯学習課長、図書館課長、文化財

保護課長の指名があった。 

 

 ――― 前回会議録の承認 ――― 



 

 

 

会議録署名委員の署名 

 

 

 

教 育 長 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 前 質 問  

 

 

議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４／１９の会議録の承認を求め、承認された。 

 

 ――― 会議録署名委員の署名 ――― 

４／１９の会議録に署名をいただいた。 

    ４／１９ 教育長、津久井委員、稲庭委員署名 

 

 ――― 教育長報告 ――― 

≪学校教育課長≫ 

１．「令和元年度伊勢崎市中学生海外語学研修について」、８月２日から１２日ま

での１１日間、スプリングフィールド市において、中学生７０名が海外語学研

修を行う旨、資料を基に報告があった。 

≪四ツ葉学園中等教育学校事務長≫ 

２.「海外グローバルリーダー研修の実施について」、５月２５日から６月４日ま

での１１日間、スプリングフィールド市において、中等５年生が英語研修や体

験活動等を行う旨、資料を基に説明があった。 

３．「学校説明会について」、６月１５日、県内の６年生児童及びその保護者を対

象に学校説明会を開催する旨、資料を基に報告があった。 

 

―― 事前質問 ――― 

  なし 

 

 ――― 議案 ――― 

議案第３４号「平成３０年度伊勢崎市教育委員会事業点検・評価報告書（案）に

ついて」教育長から上程があった。 

書記が議案を朗読のあと、総務課長から資料を基に説明がされた。 

≪津久井委員≫ 

  点検・評価報告書（案）を読みました。中でも学識経験者の意見について見

ましたが、数字的な問題についても伊勢崎市の教育の成果が確実に出ていると

いうことで、全体的に高い評価していただいており、安心しました。また、重

点施策指標一覧についても、目標を達成しているもの、未達成のものとありま

すが、気になるところは改善をお願いし、よかったところは皆さんの努力のお

かげと思います。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第３５号「伊勢崎市奨学生選考委員の委嘱に係る臨時代理の承認について」

教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、総務課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第３６号「和解及び損害賠償の額を定めることについて」教育長から上程が

あった。 

書記が議案の朗読のあと、学校教育課長から資料を基に説明がされた。 

≪稲庭委員≫ 

  ヤマトグループ健康保険組合への損害賠償額全てが治療費と考えてよいの



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でしょうか。 

≪学校教育課長≫ 

  はい。治療費はこちらの額で固定です。 

≪稲庭委員≫ 

  生徒さんに対する慰謝料的なものは、別に支払われるということでしょう

か。 

≪学校教育課長≫ 

そちらについては、今後双方の弁護士を介して解決していくことになりま

す。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第３７号「伊勢崎市社会教育委員の委嘱に係る臨時代理の承認について」教

育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第３８号「伊勢崎市公民館運営審議会委員の委嘱に係る臨時代理の承認につ

いて」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 

≪稲庭委員≫ 

  公民館運営審議会委員の仕事内容について教えてください。 

≪生涯学習課長≫ 

  公民館運営審議会委員には、公民館事業及び施設の管理に関して助言をいた

だいており、年４回の定例会を開いております。１回目は、公民館の１年間の

事業計画について協議していただき意見をもらっています。２回目は県の研修

会に参加しております。３回目は公民館の施設見学、事業視察を行い、意見を

もらっております。４回目は公民館の１年間の活動について評価をいただきま

す。様々な意見をいただき、次年度以降に活用しています。 

≪稲庭委員≫ 

  公民館の事業計画は、それぞれの公民館に任されているのでしょうか。 

≪生涯学習課長≫ 

基本的な活動方針は統一しています。学級講座については、地域特性もあり

ますので、それぞれの公民館に概ね任せております。公民館の活動方針ですが、

１．学級講座の開催、２．情報提供と広報活動、３．図書等の利用促進、４．

サークルへの活動支援、５．地域団体との連携、この５つの方針に基づいてそ

れぞれ事業を行っております。公民館の自主性に任せているものは、学級講座

のほかに、地域団体と連携して行うお祭りや運動会、登録サークルへの活動支

援などがあります。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第３９号「伊勢崎市赤堀歴史民俗資料館運営協議会委員の委嘱に係る臨時代

理の承認について」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、文化財保護課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 



 

 

その他の事項 

 

 

 

閉 会 

 

――― その他の事項 ――― 

・次回の教育委員会の日程について 

６月２５日（火）午後２時００分  あずま小学校 

 

 ――― 閉会宣言 ――― 

以上により閉会する旨の宣言が教育長からあった。 
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伊 勢 崎 市 教 育 委 員 会 会 議 録 
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伊勢崎市教育委員会 

 



開催年月日 

開催の場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

 

 

 

 

前 回 会 議 録 の 承 認 

令和元年６月２５日（火） 

伊勢崎市役所 あずま小学校 

◇ 会 議 日 程 ◇ 

第１ 開会宣言 

第２ 会議録署名委員の指名 

第３ 前回会議録の承認 

第４ 会議録署名委員の署名 

第５ 教育長報告 

第６ 事前質問事項 

第７ 議事 

第８ その他の事項 

第９ 閉会宣言 

※出席委員 

１番  德 江 基 行 

２番  髙 橋 慶 一 

３番  津久井 喜代己 

４番  稲 庭 美智子 

５番  髙 山 英 記 

 ※説明のため出席した者 

教 育 部 長    村 井 通 浩 

教 育 副 部 長    戸 田 康 一 

教 育 副 部 長    小 野   賢 

総 務 課 長    定 形 泰 明 

教 育 施 設 課 長    小野塚 博 久 

学 校 教 育 課 長    三 木 俊 幸 

四ツ葉学園中等教育学校事務長    山 崎 芳 宣 

健 康 給 食 課 長    佐 藤 洋 子 

生 涯 学 習 課 長    二 上 哲 也 

図 書 館 課 長    井 野 幸 枝 

文 化 財 保 護 課 長    倉 林   潤 

※総務課職員出席者 

書   記          久保田 朋 美 

書   記          阿左美 裕 美 

書   記          金 井 愛 実 

 

 

 ――― 開会宣言 ――― 

教育長から開会宣言があり、全員出席の旨の発言があった。 

 

 ――― 会議録署名委員の指名 ――― 

教育長から会議録署名委員として５番 髙山委員、２番 髙橋委員、議案の説明

者として教育部長、教育副部長、総務課長、教育施設課長、学校教育課長、四ツ

葉学園中等教育学校事務長、健康給食課長、生涯学習課長、図書館課長、文化財

保護課長の指名があった。 

 

 ――― 前回会議録の承認 ――― 



 

 

 

会議録署名委員の署名 

 

 

 

教 育 長 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５／２０の会議録の承認を求め、承認された。 

 

 ――― 会議録署名委員の署名 ――― 

５／２０の会議録に署名をいただいた。 

    ５／２０ 教育長、稲庭委員、髙山委員署名 

 

 ――― 教育長報告 ――― 

≪総務課長≫ 

１.「令和元年第３回伊勢崎市議会定例会における一般質問等の答弁概要につい

て」、資料を基に報告があった。 

≪四ツ葉学園中等教育学校事務長≫ 

２．「令和２年度伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校入学者募集要項について」、

応募資格や募集定員、出願手続、選抜検査とその方法、選抜日程等について、

資料を基に報告があった。 

≪生涯学習課長≫ 

３．「少年の主張伊勢崎市大会の開催について」、６月２９日午後２時から伊勢崎

市民プラザにおいて開催する旨、資料を基に報告があった。 

≪文化財保護課長≫ 

４．「『田島弥平旧宅』世界遺産登録より来訪者１０万人達成について」、令和元

年５月１９日午前１０時５０分頃に達成した旨、資料を基に報告があった。 

≪髙橋委員≫ 

吉山議員と多田議員から日本語指導についての質問がありました。伊勢崎市

の学校には、実際にどのくらいの言語の児童生徒がいるのでしょうか。 

≪学校教育課長≫ 

本市における日本語指導を必要とする児童生徒の国籍については、現在２１

ヶ国になります。 

≪髙橋委員≫ 

言語としてはどうでしょうか。 

≪学校教育課長≫ 

国名で申し上げます。中国、韓国、ネパール、タイ、フィリピン、ベトナム、

バングラディシュ、パキスタン、インドネシア、ブラジル、ペルー、パラグア

イ、アルゼンチン、ボリビア、スリランカ、アフガニスタン、ブルガリア、ガ

ーナ、インド、エチオピアです。 

≪津久井委員≫ 

 伊勢崎市図書館が令和３年に創立１００周年を迎えるということで、どのよ

うな企画をするのか楽しみにしています。複合化施設の「複合化」は、どのよ

うなイメージなのでしょうか。 

≪図書館課長≫ 

創立１００周年につきましては、令和３年度の１年間を１００年イヤーとい

うことで取り組んでまいります。特別な記念式典のようなものではなく、常日

頃取り組んでいる事業を１００年に位置付けて行っていきたいと考えており

ます。複合化の件は、各施設が個別施設計画を策定している中で、時期が来ま

したら複合化も視野に入れて検討してまいります。図書館課では、古い建物と

古い建物を一緒にするというものではなく、機能を融合化する形で進めていけ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 前 質 問  

 

 

 

議 事 

 

ればよいと考えております。 

≪髙山委員≫ 

定方議員の質問の運動会・体育祭について、今年度春開催が２校あったとの

ことですが、秋から春に移行したことによる先生方や子供たち現場の声を聞か

せてください。 

≪学校教育課長≫ 

学校現場の教員は、概ね春開催を支持しております。子供たちと保護者につ

きましては、概ね支持する声ですが、中には秋開催の方が望ましいという声も

届いております。 

≪髙山委員≫ 

年度が替わってすぐのタイミングでしたが、繁忙期と重なったことについて

は大丈夫でしたか。 

≪学校教育課長≫ 

大丈夫だったと思います。 

≪德江教育長≫ 

 開催時期については、昨年度から準備を進めておりました。春開催を行った

地区は宮郷地区になりますが、ここは学府制に取り組んでおり、秋開催から春

開催へ移行するための話し合いを地域の人たちと進め、地域の人たちからは賛

成を得ていました。熱中症対策もありますが、学校側としては、運動会の練習

を通して、年度初めの子供たちの人間関係づくりやクラスづくりに効果が期待

されるというところからスタートしました。春開催によって、友達関係に慣れ

たり、クラスの団結力が高まったりしたという話を現場から聞いております。

反対の意見につきましては、今後現場で検討をしていくと思います。 

≪稲庭委員≫ 

田島弥平旧宅の来訪者が１０万人を達成したということで、とても喜ばしい

ことだと思います。年を追うごとに来訪者が減っていく傾向がありますが、案

内所の移転で新たに来訪者を呼ぶことができたことはよかったと思います。年

を追うごとに来訪者が少なくなっていく対策として、イベントや企画をしては

いかがでしょうか。 

≪文化財保護課長≫ 

 田島弥平旧宅案内所移転もありましたが、毎年のイベントとしては、島村渡

船フェスタに参加しています。また、今年は世界遺産登録５周年にあたり、地

元と協力して５周年記念イベントを開催しました。渡船フェスタ開催日には約

４００人、５周年イベントの日には約８００人の来場者がありました。新聞記

事やテレビ放映がありましたので、やはりメディアの力は大きいと思います。

メディアの力も活用しながら、イベント等の企画を考えたいと思います。 

 

 

―― 事前質問 ――― 

  なし 

 

 

 ――― 議案 ――― 

議案第４０号「令和元年度教育費に係る伊勢崎市一般会計歳入歳出補正予算（第



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の事項 

 

 

 

 

閉 会 

２号）の見積りの臨時代理の承認について」教育長から上程があった。 

書記が議案を朗読のあと、教育部長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第４１号「伊勢崎市学校給食運営委員の委嘱に係る臨時代理の承認につい

て」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、健康給食課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第４２号「伊勢崎市人権教育推進委員会委員の委嘱に係る臨時代理の承認に

ついて」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第４３号「伊勢崎市あずまホールの指定管理者の候補者の選定に伴う諮問に

係る臨時代理の承認について」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第４４号「伊勢崎市図書館協議会委員の委嘱に係る臨時代理の承認につい

て」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、図書館課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第４５号「伊勢崎市赤堀図書館の指定管理者の候補者の選定に伴う諮問に係

る臨時代理の承認について」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、図書館課長から資料を基に説明がされた。 

≪稲庭委員≫ 

  あずまホールの指定管理者と同じ候補者ですが、大型施設の指定管理は公共

施設管理公社にお願いしているのですか。 

≪生涯学習課長≫ 

  全てが公共施設管理公社ではありません。用途に応じて指定管理先は違って

きます。福祉関係の施設、例えばふくしプラザは社会福祉協議会です。社会教

育施設については、公共施設管理公社が一般的だと思います。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

 

――― その他の事項 ――― 

・次回の教育委員会の日程について 

７月１８日（木）午後２時００分  教育研究所 

 

 

 ――― 閉会宣言 ――― 

以上により閉会する旨の宣言が教育長からあった。 
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伊勢崎市教育委員会 

 



開催年月日 

開催の場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

 

 

 

 

前 回 会 議 録 の 承 認 

令和元年７月１８日（木） 

教育研究所 

◇ 会 議 日 程 ◇ 

第１ 開会宣言 

第２ 会議録署名委員の指名 

第３ 前回会議録の承認 

第４ 会議録署名委員の署名 

第５ 教育長報告 

第６ 事前質問事項 

第７ 議事 

第８ その他の事項 

第９ 閉会宣言 

※出席委員 

１番  德 江 基 行 

２番  髙 橋 慶 一 

３番  津久井 喜代己 

４番  稲 庭 美智子 

５番  髙 山 英 記 

 ※説明のため出席した者 

教 育 部 長    村 井 通 浩 

教 育 副 部 長    戸 田 康 一 

教 育 副 部 長    小 野   賢 

総 務 課 長    定 形 泰 明 

教 育 施 設 課 長    小野塚 博 久 

学 校 教 育 課 長    三 木 俊 幸 

四ツ葉学園中等教育学校事務長    山 崎 芳 宣 

健 康 給 食 課 長    佐 藤 洋 子 

生 涯 学 習 課 長    二 上 哲 也 

図 書 館 課 長    井 野 幸 枝 

文 化 財 保 護 課 長    倉 林   潤 

※総務課職員出席者 

書   記          久保田 朋 美 

書   記          阿左美 裕 美 

書   記          金 井 愛 実 

 

 

 ――― 開会宣言 ――― 

教育長から開会宣言があり、全員出席の旨の発言があった。 

 

 ――― 会議録署名委員の指名 ――― 

教育長から会議録署名委員として２番 髙橋委員、３番 津久井委員、議案の説

明者として教育部長、教育副部長、総務課長、教育施設課長、学校教育課長、四

ツ葉学園中等教育学校事務長、健康給食課長、生涯学習課長、図書館課長、文化

財保護課長の指名があった。 

 

 ――― 前回会議録の承認 ――― 



 

 

 

会議録署名委員の署名 

 

 

 

教 育 長 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６／２５の会議録の承認を求め、承認された。 

 

 ――― 会議録署名委員の署名 ――― 

６／２５の会議録に署名をいただいた。 

    ６／２５ 教育長、髙山委員、髙橋委員署名 

 

 ――― 教育長報告 ――― 

≪学校教育課長≫ 

１.「令和元年度群馬県中体連春季大会結果について」、団体の部及び個人の部の

結果について、資料を基に報告があった。 

≪四ツ葉学園中等教育学校事務長≫ 

２．「令和元年度群馬県高体連関係大会結果について」、後期課程の高校総体・イ

ンターハイ予選結果について、資料を基に報告があった。 

≪生涯学習課長≫ 

３．「少年の主張伊勢崎市大会の結果について」、６月２９日に伊勢崎市民プラザ

において開催された伊勢崎市大会から選出された５名が、８月３日に前橋市総

合福祉会館において開催される中部地区大会に出場する旨、資料を基に報告が

あった。 

≪図書館課課長≫ 

４．「夏休み子ども向け各種事業について」、各図書館において、読書感想文の書

き方講座や一日図書館員、調べ学習、体験学習等の各種事業を開催する旨、資

料を基に報告があった。 

≪文化財保護課長≫ 

５．「赤堀歴史民俗資料館『夏休みキッズデー』の開催について」、８月２日、３

日の２日間、資料館土器ドキクイズラリー、はた織り体験及びまが玉づくりの

イベントを開催する旨、資料を基に報告があった。 

≪津久井委員≫ 

「夏休みこどもイベントｉｎいせさき」は、子供たちに配布済みですか。 

≪総務課長≫ 

はい、配布は済んでおります。 

≪津久井委員≫ 

中を見ると申込みが早いものがあり、図書館課のイベントでは６月中から申

込みが開始しているものもあります。手元に届いてすぐに申し込みをしても、

もう定員一杯だったということがないような段取りで配布をしているのか、気

になりました。 

≪德江教育長≫ 

 「夏休みこどもイベントｉｎいせさき」については、昨年から作成していま

す。今年は情報量を増やしましたが、昨年掲載したイベントが盛況であったた

め、他の施設からも載せてほしいという希望があったものです。この冊子とは

別に、それぞれの公民館等でも広報しています。 

≪髙橋委員≫ 

少年の主張伊勢崎市大会について、子供たちの発表内容が、中学校３年間の

日常生活を送る中で成長したことに関する主張であり、よかったと思います。

これまでは特異な体験等に基づく主張が多かったのですが、私は今年の形のほ



 

 

 

 

 

 

 

 

事 前 質 問  

 

 

議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うが好きです。 

春季大会結果について、大変よい結果が出ているわけですが、部活動ガイド

ラインを守った上での成果でしょうか。 

≪学校教育課長≫ 

 量だけでなく、質を高めて練習を重ねていますので、時間的な制約は問題

ないと思っています。 

 

―― 事前質問 ――― 

  なし 

 

 ――― 議案 ――― 

議案第４６号「伊勢崎市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則案につ

いて」教育長から上程があった。 

書記が議案を朗読のあと、総務課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第４７号「令和２年度使用教科用図書の採択について」教育長から地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第２１条第６項により秘密会にて審議したい旨

の発言があり、委員了承により秘密会での審議となった。 

 

議案第４８号「令和２年度伊勢崎市立幼稚園の定員について」教育長から上程が

あった。 

書記が議案の朗読のあと、学校教育課長から資料を基に説明がされた。 

≪稲庭委員≫ 

  昨年の教育委員会会議で、７月１日現在の入園希望者数を教えてもらいまし

た。３年保育を導入したことで入園希望者が大幅に増えたとのことでした。３

年保育を実施する園は周知されてきたと思いますが、今年度の入園希望者の状

況を教えてください。 

≪学校教育課長≫ 

  入園希望者につきましては、今後広報等で周知していきますので、今の段階

でどのくらいの希望者がいるのかは把握できていません。 

≪德江教育長≫ 

  本日定員を決定していただき、実際の募集は９月１３日からになります。 

≪稲庭委員≫ 

保育料の無償化について、伊勢崎市はどのように行っていくのでしょうか。

申込期間や所得制限、対象年齢について、重要なところを教えていただけます

か。 

≪学校教育課長≫ 

  無償化につきましては、国の動向を注視しながら、関係各課と連携し、円滑

な実施に向けて対応してまいります。今のところは、今年度後半から無償化に

なることが決定しております。 

≪稲庭委員≫ 

  決定次第、周知するということですね。 

≪德江教育長≫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 無償化については、幼稚園だけではなく保育園もあります。教育委員会だけ

ではなく市長部局と連携し、同じ形で対応していかなくてはなりません。 

≪総務課長≫ 

  公立幼稚園の定員について、補足説明をします。 

公立幼稚園については、平成２８年２月から就学前教育・保育のあり方につ

いて考える検討委員会を立ち上げ、学識経験者を中心に小学校長会、公立幼稚

園長代表、私立幼稚園長代表、公立保育園長代表、私立保育園長代表、幼稚園

及び保育園の保護者代表を構成メンバーとして議論を重ねてきました。その結

果、平成２９年３月に「伊勢崎市就学前教育・保育のあり方に関する基本方針」

を策定し、これに基づいて公立幼稚園を運営しております。 

 その中で、特に３年保育の拡充と統合を含めた適正配置に対する基本方針の

答申が出されましたので、まずは平成２９年度、３０年度の２か年にわたって

様々な整備や検討を行い、６園で３年保育を実施することができました。 

 この６園については、本市を縦軸と横軸に分けて本市全体を網羅できるよう

考慮した６園であり、現在の施設を増築しなくても３年保育に対応でき、さら

に近隣の私立幼稚園や認定こども園との関係など地域事情を考え、就園ニーズ

等を考慮して実施してきました。現在もこの６園については、ほぼ安定的な就

園ニーズを維持しています。 

 また、３年保育を実施していない３園については、現在就園ニーズが低く、

南幼稚園以外は空き教室がなく、施設を増築しないと３年保育は実施できない

状況です。 

 基本方針の答申では、園児数が著しく少なく、子供たちが集団生活を通して

自主性や社会性を育むことが困難な状況にあると判断できる園については、適

正な教育環境を提供できるように、統廃合を含めた検討を実施する必要がある

としています。 

このような状況を踏まえて、３年保育の拡充及び適正配置については、庁内

検討委員会において継続的に検討しているところですが、本年１０月からの幼

児教育・保育の無償化制度の導入にあたり、現在の就園ニーズが今後どのよう

に影響を受けるのか、教育委員会全体で状況を見極めながら、さらに検討を進

めていきたいと考えております。現在の公立幼稚園の形態は暫定的であり、今

後については、統合などを含めた適正配置の具体的な実施に向けて検証を実施

していきます。 

今後の方針が決まり次第、改めて委員の皆様にはご説明します。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第４９号「伊勢崎市学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則案

について」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、健康給食課長から資料を基に説明がされた。 

・資料訂正あり ８ページを別配布の「差替え」に訂正 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第５０号「伊勢崎市あずまホールの指定管理者の候補者の決定について」教

育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の事項 

 

 

 

閉 会 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第５１号「伊勢崎市赤堀図書館の指定管理者の候補者の決定について」教育

長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、図書館課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第５２号「伊勢崎市人権教育推進委員会委員の委嘱等に係る臨時代理の承認

について」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

――― その他の事項 ――― 

・次回の教育委員会の日程について 

８月２０日（火）午後２時００分  第一学校給食調理場 

 

 ――― 閉会宣言 ――― 

以上により閉会する旨の宣言が教育長からあった。 
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伊勢崎市教育委員会 

 



開催年月日 

開催の場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

 

 

 

 

前 回 会 議 録 の 承 認 

令和元年８月２０日（火） 

第一学校給食調理場 

◇ 会 議 日 程 ◇ 

第１ 開会宣言 

第２ 会議録署名委員の指名 

第３ 前回会議録の承認 

第４ 会議録署名委員の署名 

第５ 教育長報告 

第６ 事前質問事項 

第７ 議事 

第８ その他の事項 

第９ 閉会宣言 

※出席委員 

１番  德 江 基 行 

２番  髙 橋 慶 一 

３番  津久井 喜代己 

４番  稲 庭 美智子 

５番  髙 山 英 記 

 ※説明のため出席した者 

教 育 部 長    村 井 通 浩 

教 育 副 部 長    戸 田 康 一 

教 育 副 部 長    小 野   賢 

総 務 課 長    定 形 泰 明 

教 育 施 設 課 長    小野塚 博 久 

学 校 教 育 課 長    三 木 俊 幸 

四ツ葉学園中等教育学校事務長    山 崎 芳 宣 

健 康 給 食 課 長    佐 藤 洋 子 

生 涯 学 習 課 長    二 上 哲 也 

図 書 館 課 長    井 野 幸 枝 

文 化 財 保 護 課 長    倉 林   潤 

※総務課職員出席者 

書   記          久保田 朋 美 

書   記          阿左美 裕 美 

書   記          金 井 愛 実 

 

 

 ――― 開会宣言 ――― 

教育長から開会宣言があり、全員出席の旨の発言があった。 

 

 ――― 会議録署名委員の指名 ――― 

教育長から会議録署名委員として３番 津久井委員、４番 稲庭委員、議案の説

明者として教育部長、教育副部長、総務課長、教育施設課長、学校教育課長、四

ツ葉学園中等教育学校事務長、健康給食課長、生涯学習課長、図書館課長、文化

財保護課長の指名があった。 

 

 ――― 前回会議録の承認 ――― 



 

 

 

会議録署名委員の署名 

 

 

 

教 育 長 報 告 

 

 

 

 

 

 

事 前 質 問  

 

 

議 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７／１８の会議録の承認を求め、承認された。 

 

 ――― 会議録署名委員の署名 ――― 

７／１８の会議録に署名をいただいた。 

    ７／１８ 教育長、髙橋委員、津久井委員署名 

 

 ――― 教育長報告 ――― 

≪生涯学習課長≫ 

１.「少年の主張中部地区大会の結果について」、８月３日、前橋市総合福祉会館

において行われた中部地区大会において、伊勢崎市代表の４名が発表し、うち

最優秀賞に選ばれた１名が９月２１日に群馬県公社総合ビルで開かれる群馬

県大会に推薦された旨、資料を基に報告があった。 

 

―― 事前質問 ――― 

  なし 

 

 ――― 議案 ――― 

議案第５３号「令和元年度教育費に係る伊勢崎市一般会計歳入歳出補正予算（第

３号）の見積りについて」教育長から上程があった。 

書記が議案を朗読のあと、教育部長から資料を基に説明がされた。 

≪稲庭委員≫ 

  歳出補正予算の幼稚園運営事業、１３節委託料は弁当供給委託料との説明で

したが、これは今までかかっていなかったものが増えるということですか。そ

の理由を教えてください。 

≪学校教育課長≫ 

  これまでですが、旧市の７園については給食費を保護者から徴収し、園が直

接業者に支払っていました。幼児教育・保育の無償化が始まる１０月以降は、

学校教育課で業者と委託契約を結びます。保護者から給食費を徴収した後、幼

稚園で市の歳入として入れます。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第５４号「伊勢崎市公民館条例の一部を改正する条例案について」教育長か

ら上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 

≪德江教育長≫ 

  新旧対照表はついていませんが、議案資料４ページのとおりです。 

≪髙橋委員≫ 

  赤堀公民館分館ホールはどちらにあるのでしょうか。 

≪生涯学習課長≫ 

  赤堀公民館の東側の道をはさんで反対側に赤堀歴史民俗資料館があります。

資料館駐車場の北側にある平屋建ての建物です。赤堀公民館と番地が違うた

め、今回の境島村公民館分館ホールと合わせて位置を定めようとするもので

す。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 



 

 

 

 

 

 

 

その他の事項 

 

 

 

閉 会 

 

議案第５５号「伊勢崎市青少年育成センター条例施行規則の一部を改正する規則

案について」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、生涯学習課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

――― その他の事項 ――― 

・次回の教育委員会の日程について 

９月２０日（金）午後２時００分  本館５階職員研修室 

 

 ――― 閉会宣言 ――― 

以上により閉会する旨の宣言が教育長からあった。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

伊 勢 崎 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

令和元年９月２０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢崎市教育委員会 

 



開催年月日 

開催の場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

 

 

 

 

前 回 会 議 録 の 承 認 

 

 

会議録署名委員の署名 

令和元年９月２０日（金） 

伊勢崎市役所 本館５階職員研修室 

◇ 会 議 日 程 ◇ 

第１ 開会宣言 

第２ 会議録署名委員の指名 

第３ 前回会議録の承認 

第４ 会議録署名委員の署名 

第５ 教育長報告 

第６ その他の事項 

第７ 閉会宣言 

※出席委員 

１番  德 江 基 行 

２番  髙 橋 慶 一 

３番  津久井 喜代己 

４番  稲 庭 美智子 

５番  髙 山 英 記 

 ※説明のため出席した者 

教 育 部 長    村 井 通 浩 

教 育 副 部 長    戸 田 康 一 

教 育 副 部 長    小 野   賢 

総 務 課 長    定 形 泰 明 

教 育 施 設 課 長    小野塚 博 久 

学 校 教 育 課 長    三 木 俊 幸 

四ツ葉学園中等教育学校事務長    山 崎 芳 宣 

健 康 給 食 課 長    佐 藤 洋 子 

生 涯 学 習 課 長    二 上 哲 也 

図 書 館 課 長    井 野 幸 枝 

文 化 財 保 護 課 長    倉 林   潤 

※総務課職員出席者 

書   記          久保田 朋 美 

書   記          阿左美 裕 美 

書   記          金 井 愛 実 

 

 ――― 開会宣言 ――― 

教育長から開会宣言があり、全員出席の旨の発言があった。 

 

 ――― 会議録署名委員の指名 ――― 

教育長から会議録署名委員として４番 稲庭委員、５番 髙山委員、議案の説明

者として教育部長、教育副部長、総務課長、教育施設課長、学校教育課長、四ツ

葉学園中等教育学校事務長、健康給食課長、生涯学習課長、図書館課長、文化財

保護課長の指名があった。 

 

 ――― 前回会議録の承認 ――― 

８／２０の会議録の承認を求め、承認された。 

 

 ――― 会議録署名委員の署名 ――― 



 

 

 

 

教 育 長 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の事項 

 

 

 

閉 会 

８／２０の会議録に署名をいただいた。 

    ８／２０ 教育長、津久井委員、稲庭委員署名 

 

 ――― 教育長報告 ――― 

≪教育部長≫ 

１.「令和元年第４回伊勢崎市議会定例会における一般質問に対する答弁概要に

対する答弁概要について」、資料を基に報告があった。 

≪教育施設課長≫ 

２．「令和元年度伊勢崎佐波職工組合奉仕作業報告について」、８月２２日、小学

校２０校、中学校６校、幼稚園４園及び四ツ葉学園中等教育学校において、建

物等の簡易な補修作業奉仕が行われた旨、資料を基に報告があった。 

≪四ツ葉学園中等教育学校事務長≫ 

３．「四ツ葉学園中等教育学校グローバルスタディーズキャンプ及びアカデミッ

クキャンプの実施結果について」、アカデミックキャンプでは９月４日から６

日までの２泊３日で、２年生が「環境」「伝統文化」「ものづくり」「多文化理

解」の観点から体験学習を実施し、グローバルスタディーズキャンプでは９月

２日から４日までの３日間で、４年生が「英語コミュニケーション能力の向上

とグローバルな視野を持った教養人の育成」を目的とした研修活動を実施した

旨、資料を基に報告があった。 

４．「入学者選抜説明会の開催について」、１０月１９日、四ツ葉学園中等教育学

校において、小学校６年生の児童及び保護者を対象に開催する旨、資料を基に

報告があった。 

 

――― その他の事項 ――― 

・次回の教育委員会の日程について 

１０月１８日（金）午後２時００分  本館５階職員研修室 

 

 ――― 閉会宣言 ――― 

以上により閉会する旨の宣言が教育長からあった。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

伊 勢 崎 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

令和元年１０月１８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢崎市教育委員会 

 



開催年月日 

開催の場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

 

 

 

 

前 回 会 議 録 の 承 認 

令和元年１０月１８日（金） 

伊勢崎市役所 本館５階職員研修室 

◇ 会 議 日 程 ◇ 

第１ 開会宣言 

第２ 会議録署名委員の指名 

第３ 前回会議録の承認 

第４ 会議録署名委員の署名 

第５ 教育長報告 

第６ 事前質問事項 

第７ 議事 

第８ その他の事項 

第９ 閉会宣言 

※出席委員 

１番  德 江 基 行 

２番  髙 橋 慶 一 

３番  津久井 喜代己 

４番  稲 庭 美智子 

５番  髙 山 英 記 

 ※説明のため出席した者 

教 育 部 長    村 井 通 浩 

教 育 副 部 長    戸 田 康 一 

教 育 副 部 長    小 野   賢 

総 務 課 長    定 形 泰 明 

教 育 施 設 課 長    小野塚 博 久 

学 校 教 育 課 長    三 木 俊 幸 

四ツ葉学園中等教育学校事務長    山 崎 芳 宣 

健 康 給 食 課 長    佐 藤 洋 子 

生 涯 学 習 課 長    二 上 哲 也 

図 書 館 課 長    井 野 幸 枝 

文 化 財 保 護 課 長    倉 林   潤 

※総務課職員出席者 

書   記          久保田 朋 美 

書   記          阿左美 裕 美 

書   記          金 井 愛 実 

 

 

 ――― 開会宣言 ――― 

教育長から開会宣言があり、全員出席の旨の発言があった。 

 

 ――― 会議録署名委員の指名 ――― 

教育長から会議録署名委員として５番 髙山委員、２番 髙橋委員、議案の説明

者として教育部長、教育副部長、総務課長、教育施設課長、学校教育課長、四ツ

葉学園中等教育学校事務長、健康給食課長、生涯学習課長、図書館課長、文化財

保護課長の指名があった。 

 

 ――― 前回会議録の承認 ――― 



 

 

 

会議録署名委員の署名 

 

 

 

教 育 長 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９／２０の会議録の承認を求め、承認された。 

 

 ――― 会議録署名委員の署名 ――― 

９／２０の会議録に署名をいただいた。 

    ９／２０ 教育長、稲庭委員、髙橋委員署名 

 

 ――― 教育長報告 ――― 

≪総務課長≫ 

１.「第２期伊勢崎市教育振興基本計画案に対するパブリックコメント手続の結

果について」、９月５日から１０月４日まで実施し、１人から１件（要旨の数 

１件）の意見が提出された旨、資料を基に報告があった。 

≪生涯学習課長≫ 

２．「令和元年度伊勢崎市地区別人権学習会の開催について」、１０月１６日から

１０月３１日までの間の５日間で、名和、あずま、三郷、宮郷、殖蓮の５地区

において、人権問題について考える学習会を開催する旨、資料を基に報告があ

った。 

≪図書館課長≫ 

３．「図書館ＦＥＳＴＩＶＡＬ及び秋の読書週間について」、１１月３日、伊勢崎

市図書館及び赤石楽舎において図書館ＦＥＳＴＩＶＡＬを実施し、秋の読書週

間に読書に関する取り組みを実施する旨、資料を基に報告があった。 

≪文化財保護課長≫ 

４．「田島弥平旧宅案内所企画展『島村の宮中養蚕奉仕と渋沢栄一』、田島弥平旧

宅『秋の普及公開事業』と『菊花展』について」、１１月１日から１１月１９

日まで、田島弥平旧宅案内所展示室において企画展「島村の宮中養蚕奉仕と渋

沢栄一」を開催し、１１月１７日に田島弥平旧宅普及公開事業を実施し、また、

１１月１日から１１月１９日まで、伊勢崎菊花同友会の協力による菊の展示を

行う旨、資料を基に報告があった。 

≪津久井委員≫ 

図書館ＦＥＳＴＩＶＡＬについて、いつも盛大に開催されているので今回も

楽しみにしています。「本のお楽しみ袋」は行うそうですが、「ぬいぐるみのお

とまり会」は行わないのでしょうか。 

≪図書館課長≫ 

今回の「本のお楽しみ袋」は図書館ＦＥＳＴＩＶＡＬの中ではなく秋の読書

週間に合わせて行うものです。「ぬいぐるみのおとまり会」は春に開催する「こ

どもの読書週間」で行っている事業です。 

≪津久井委員≫ 

チラシを見ますと大人が楽しめる内容の図書館ＦＥＳＴＩＶＡＬだと思い

ます。当日の駐車場は図書館の駐車場だけでしょうか。 

≪図書館課長≫ 

チラシの裏面に駐車場の案内を載せています。図書館の駐車場のほかに付近

の駐車場も借り上げ、図書館職員が案内に立ちます。 

≪稲庭委員≫ 

 田島弥平旧宅案内所企画展のチラシは、配布する際はカラー刷りになります

か。 



 

 

 

 

 

 

 

 

事 前 質 問  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪文化財保護課長≫ 

はい、カラーのものを配布します。ホームページでも公開します。 

≪稲庭委員≫ 

 無料シャトルバスもありますし、親切な企画展だと思います。子供向けにも

オリジナル缶バッチ作り等がありますし、興味深いイベントが盛りだくさんで

みなさんが喜んでくれるイベントだと思います。 

 

―― 事前質問 ――― 

「教育支援員と学校教育相談員の役割及び配置等について」（津久井委員） 

 ≪学校教育課長≫ 

 教育支援員の主な役割は、学校長・園長及び学級担任の指導の下、該当幼児

または児童生徒の授業、トイレ、給食等の学校園での生活全般に渡って支援を

することです。具体的には、車いすで学校園生活を送る子供に対して移動の支

援を行ったり、自立歩行はできる子供の階段の昇降について支援を行ったりし

ています。 

 学校教育相談員の主な役割は、問題行動等生徒指導に係わる児童生徒への相

談及び学習支援・生活支援業務、不登校の未然防止、保護者との相談業務、教

職員への相談業務です。 

学校教育相談員は、小学校では２校に１人程度、合計１２人の配置です。中

学校では各学校に１人ずつ、合計１１人の配置です。中等教育学校では前期と

後期がありますので２人を配置しています。 

教育支援員の配置要望につきましては、学校長が先ほど述べたような児童生

徒の支援の必要性や学校全体の状況を考え、年度末に市教委に対して要望を出

します。教育支援員を配置する際は、対象児童生徒の学校生活において支援が

必要な状況、他の支援対象の子供の状況等を精査しながら、配置をしていきま

す。 

教育支援員の配置については、年度途中においても複数の学校から学校長を

通して要望があります。その際には、学校教育課の指導主事等が学校を訪問し、

子供の状況、学級の状況、学校の体制等をよく確認し、追加配置について検討

をしています。 

また、学校教育相談員については、担当の学校が指定されていない相談員が

小中学校各１人います。担当指導主事が学校を訪問し、月単位で既に配置され

ている学校教育相談員に加えて派遣をしています。 

≪津久井委員≫ 

  教育支援員については年度末に配置を決め、さらに学校長、園長の要望によ

り追加もできるということですが、保護者の希望を学校長が汲み上げる形にな

っているのでしょうか。 

≪学校教育課長≫ 

  基本的に学校教育課にあがってくるのは学校長、園長からの要望です。保護

者がその子に対して支援が必要と考えるのであれば、学校長を通して学校教育

課に要望をあげていただければと思います。 

≪津久井委員≫ 

前回、教育支援員等は必要に応じて配置するという説明があり、どんなとき

に誰が必要と判断するのか疑問に思ったので質問をさせていただきました。 
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教育支援員が支援するのは児童生徒ですが、学校教育相談員が対応する人も

児童生徒ですか。 

≪学校教育課長≫ 

学校教育相談員については、面談も行います。児童生徒が中心になりますが

保護者と面談することもあります。家庭訪問に行くこともあります。 

≪德江教育長≫ 

教育支援員は、支援はしますが指導はしません。指導は担任がいますので、

きちんとついていけるような支援をします。 

≪津久井委員≫ 

特定の子供に対してだけ支援するのであって、その周りの子供の支援はしな

いのですか。 

≪学校教育課長≫ 

基本的には支援が必要な子供に対して支援をするので、特定の子供に対して

教育支援員をつけていますが、ずっとついていなくてもよい子供もいますの

で、余力があれば他の子供をみることもあります。 

 

 ――― 議案 ――― 

議案第５６号「令和元年度末教職員人事運営方針について」教育長から上程があ

った。 

書記が議案を朗読のあと、学校教育課長から資料を基に説明がされた。 

≪髙橋委員≫ 

  再任用人事の運営について、一般人事と同様ということは、そこに８年勤め

ていた人は別の学校に移るということでしょうか。５年で退職の人はまだ３年

間はその学校に勤務できる可能性があるということでしょうか。 

≪学校教育課長≫ 

  基本的には髙橋委員さんがおっしゃった通りです。例えば、６年で退職とす

ると再任用期間の中で異動することになり、異動後も１～２年だけの勤務とな

りますので、その場合には異動を考慮することもあります。 

≪髙橋委員≫ 

その学校の教職員の３分の１以上の異動は避けるとありますが、管理職２人

が一緒に異動してしまうことについては何かありますか。 

≪学校教育課長≫ 

数年先を見越して人事配置をしますが、退職や昇任等色々な事情があります

ので、やむを得ない場合もあります。 

≪髙山委員≫ 

再任用の年数が３年から４年になるということは、教職員の人数が増えるこ

とになりますが、新卒とのバランスはどう考えますか。新卒で入ってくる方の

門が狭くなることはないのでしょうか。 

≪学校教育課長≫ 

今のところ、再任用制度ができたことで新採用が減っているという状況は、

数字上は分かりませんが感覚としては受けておりません。 

≪髙山委員≫ 

将来的に再任用職員が増えていくとすれば、入ってくる方とのバランスが悪

くなることは必然なので、そのことに対して将来的にどのような感じなのでし



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の事項 

 

 

 

閉 会 

ょう。 

≪学校教育課長≫ 

群馬県全体で考えますと、教職員の人数は学級数等の関係で多少幅を持たせ

て採用しています。今のところ再任用制度によって新採用が減ったという印象

はありません。 

≪德江教育長≫ 

児童生徒数は減っていますが、群馬県では少人数学級に取り組んでおり、小

学校では「さくらプラン」、中学校では「わかばプラン」という「ぐんま少人

数プロジェクト」があります。来年度の群馬県の新規採用者数は今年度と同数

を採用する予定です。 

≪髙山委員≫ 

 新卒の倍率はどうでしょうか。 

≪学校教育課長≫ 

 記憶で答えさせていただきますが、４倍強だったと思います。 

≪德江教育長≫ 

 採用は市町村教育委員会ではなく県教育委員会が行っています。市教委とし

てはこういう人材が欲しいという要望を県教委にあげます。私の記憶では小学

校は３倍強、中学校はもう少し高かったと思います。質の維持には３倍程度が

必要だと言われており、群馬県の場合その数字を割ってはいなかったと思いま

す。一番倍率が高いのは高校でその次が中学校、一番低いのが小学校です。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

――― その他の事項 ――― 

・次回の教育委員会の日程について 

１１月１５日（金）午前１０時００分  本館５階職員研修室 

 

 ――― 閉会宣言 ――― 

以上により閉会する旨の宣言が教育長からあった。 
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伊勢崎市教育委員会 

 



開催年月日 

開催の場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

 

 

 

 

前 回 会 議 録 の 承 認 

令和元年１１月１５日（金） 

伊勢崎市役所 本館５階職員研修室 

◇ 会 議 日 程 ◇ 

第１ 開会宣言 

第２ 会議録署名委員の指名 

第３ 前回会議録の承認 

第４ 会議録署名委員の署名 

第５ 教育長報告 

第６ 事前質問事項 

第７ 議事 

第８ その他の事項 

第９ 閉会宣言 

※出席委員 

１番  德 江 基 行 

２番  髙 橋 慶 一 

３番  津久井 喜代己 

４番  稲 庭 美智子 

５番  髙 山 英 記 

 ※説明のため出席した者 

教 育 部 長    村 井 通 浩 

教 育 副 部 長    戸 田 康 一 

教 育 副 部 長    小 野   賢 

総 務 課 長    定 形 泰 明 

教 育 施 設 課 長    小野塚 博 久 

学 校 教 育 課 長    三 木 俊 幸 

四ツ葉学園中等教育学校事務長    山 崎 芳 宣 

健 康 給 食 課 長    佐 藤 洋 子 

生 涯 学 習 課 長    二 上 哲 也 

図 書 館 課 長    井 野 幸 枝 

文 化 財 保 護 課 長    倉 林   潤 

※総務課職員出席者 

書   記          久保田 朋 美 

書   記          阿左美 裕 美 

書   記          金 井 愛 実 

 

 

 ――― 開会宣言 ――― 

教育長から開会宣言があり、全員出席の旨の発言があった。 

 

 ――― 会議録署名委員の指名 ――― 

教育長から会議録署名委員として２番 髙橋委員、３番 津久井委員、議案の説

明者として教育部長、教育副部長、総務課長、教育施設課長、学校教育課長、四

ツ葉学園中等教育学校事務長、健康給食課長、生涯学習課長、図書館課長、文化

財保護課長の指名があった。 

 

 ――― 前回会議録の承認 ――― 



 

 

 

会議録署名委員の署名 

 

 

 

教 育 長 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 前 質 問  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０／１８の会議録の承認を求め、承認された。 

 

 ――― 会議録署名委員の署名 ――― 

１０／１８の会議録に署名をいただいた。 

    １０／１８ 教育長、髙山委員、髙橋委員署名 

 

 ――― 教育長報告 ――― 

≪学校教育課長≫ 

１.「北小学校特認校制の申込結果について」、新１年生３５人及び新６年生２人

の申し込みがあった旨、資料を基に報告があった。 

２．「群馬県小学校陸上教室記録会の結果について」、資料を基に報告があった。 

３．「群馬県中学校新人大会の結果について」、資料を基に報告があった。 

≪文化財保護課長≫ 

４．「赤堀歴史民俗資料館企画展について」、１１月１５日から１２月２７日まで、

赤堀歴史民俗資料館において、県指定重要文化財お富士山古墳に所在する長持

形石棺のレプリカ展示とお富士山古墳についてのパネル展示を開催する旨、資

料を基に報告があった。 

≪髙橋委員≫ 

群馬県中学校新人大会の剣道女子、あずま中学校は敢闘賞ですが、順位はど

うだったのでしょうか。 

≪学校教育課長≫ 

順位はなく敢闘賞です。 

≪髙山委員≫ 

北小学校の特認校について、教えてください。 

≪学校教育課長≫ 

特認校というのは、通学区域を指定せずに市内全域から児童を受け入れる学

校です。コミュニティスクールとして地域の教育的財産を生かした特色ある学

校づくりを推進することを目的にしています。あわせて、学校選択制を通して

学校規模の適正化を図ることも目的として設置されているものです。 

 

―― 事前質問 ――― 

１．「本市における木造重要文化財の防火設備及び防火対策について」（稲庭委員） 

 ≪文化財保護課長≫ 

 本市が管理している田島弥平旧宅や旧森村家住宅などの木造建築物の防火

設備ですが、消防法の規定に基づき自動火災報知設備及び初期消火用の消火器

を設置しております。これらの設備については、毎年消防法に定められた消防

用設備等の法定点検を、点検資格を持った専門機関に委託して行っています。

今年度についても９月に法定点検を行い、点検結果は良好でした。なお、田島

弥平旧宅では、世界文化遺産である田島弥平旧宅とその周辺地域を火災から守

ることを目的に、地元の自主防災組織主催で毎年３月に防火訓練を行っており

ます。また訓練にあわせて、境消防署による田島弥平旧宅周辺の消火設備の確

認も行っております。この訓練には田島弥平旧宅の居住者や地元住民も参加

し、地域全体での防火意識の向上を図っております。 

 次に防火対策につきましては、毎年１月、文化財防火デーとして伊勢崎消防



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

署との合同点検を行っています。昨年度は旧森村家住宅等で行いました。なお、

今年は４月に発生したノートルダム寺院の火災を受け、伊勢崎消防署と緊急合

同点検を田島弥平旧宅や旧森村家住宅等で実施しました。また、今回の首里城

の火災を受けまして、伊勢崎消防署と連携し、文化財の防火管理について注意

喚起の通知を文化財の所有者に対して送付しました。 

 今後も防火設備等の点検を適切に行うとともに、消防署や地域と連携して木

造文化財を火災から守る対策を行い、確実に次世代へ伝達してまいりたいと考

えております。 

≪稲庭委員≫ 

 日本の有形文化財の多くは木や紙や布や土でできていて、火災に遭わなくて

も自然に還る素材でできていますので、それらを長い間守っていくことは至難

の業だと思います。防火設備を備えるということは、既存の文化財の景観を損

ねたり手を加えたりすることにもなるので、ありのままの状態を守ることと火

災等から守ることの折り合いをどのようにつけているのかと思いました。地域

住民や消防署と協力して防災意識を高めていることは素晴らしいと思います。 

≪文化財保護課長≫ 

 防火設備の設置については、お金がかかることでもありますので、消防署で

は火気等がない場合には減免すると聞いています。今回の火災を受けまして、

所有者に対しては火気等の取り扱いに注意するよう通知を出しております。 

≪德江教育長≫ 

 国でもスプリンクラー等と景観との兼ね合いを検討しているようですので、

指導に従いたいと考えます。 

 

２．「学校建築における建築基準法の運用について」（稲庭委員） 

≪教育施設課長≫ 

 建築基準法の改正により、平成２８年６月１日施行の新しい定期報告制度に

おいて防火シャッターの定期検査が強化されました。学校の防火シャッターに

ついては、平成３０年度から有資格者による定期検査を実施し、安全点検を行

っております。建築基準法においては、建築時に法律に合っていたもののその

後の法改正によって新しい法律に合わない部分があっても違反建築にはなり

ません。新築や増築では現行の法律に適合した計画が求められますが、既存の

建物については、法改正で求められる基準に全て合わせることは理想ではあり

ますが、即座に全てを改修で対応することは施工的にも予算的にも難しいケー

スがあります。将来的には改修の際に現行の法律に適合させる工事を実施する

こととなりますが、学校については消防設備や防火シャッター等の点検につい

て有資格者による点検を実施し、指摘があった点については修繕を実施するな

ど適正に対応しており、避難訓練などの機会をとらえて安全に学校生活が送れ

るよう、児童生徒へ必要な指導を行っております。 

≪稲庭委員≫ 

大きな火災が起こる度に頻繁に法改正が行われていると思います。学校が建

てられたときには違反をしていなくても、後から変わった部分について違反に

あたらなくても子供たちの命に関わることですので、不具合がないようにきち

んと点検をしていただき、防火シャッターの前に物を置かない等のことを含め

て安全を守っていただきたいと思います。 
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≪教育部長≫ 

 点検を欠かさず、不具合があった場合の修繕等、子供たちが安心安全に学校

生活を送れるように努めてまいります。 

 

 ――― 議案 ――― 

議案第５７号「第２期伊勢崎市教育振興基本計画（案）について」教育長から上

程があった。 

書記が議案を朗読のあと、総務課長から資料を基に説明がされた。 

（質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第５８号「令和元年度教育費に係る伊勢崎市一般会計歳入歳出補正予算（第

４号）の見積りについて」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、教育部長から資料を基に説明がされた。 

≪髙山委員≫ 

  歳出補正予算は当初予算で不足している額を増額するとお聞きしましたが、

基本的には予算が予めあってそれ以外にイレギュラーで出てきた部分の増額

と考えてよいのでしょうか、それとも当初からお金がかかることが想定されて

いたのでしょうか。 

≪教育部長≫ 

  予算配分後に発生したものもありますが、当初こちらで要求した額の全てが

査定になるわけではありませんので、優先順位をつけて当初から事業を行って

いく中で、９月、１２月の補正予算で要求し、１年間トータルで行うものもあ

ります。 

≪戸田教育副部長≫ 

  市の予算ですが、歳入である税収が確定するのが６月から７月です。当初予

算は２月から３月の予算編成で推計する中で成立するものですが、税収の確定

により、当初予算の要求で通らなかったものが復活するケースがあります。ま

た、消防設備点検に伴って必要となった修繕があり、２通りのケースがこの中

には含まれております。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第５９号「令和元年度教育費に係る伊勢崎市一般会計補正予算（第４号）の

債務負担行為について」教育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、教育部長から資料を基に説明がされた。 

≪稲庭委員≫ 

  スクールバス運行委託はいつ頃から始まったのでしょうか。また運行状況に

ついて教えてください。 

≪総務課長≫ 

  時期の詳細は不明ですが、合併前から運行委託しています。利根川の南側に

ある境島村南部及び境平塚の一部に在住する児童生徒の通学にあたり、境南中

学校、境小学校、境東小学校への送迎のために運行しています。 

≪稲庭委員≫ 

  バスは登校時に１台、下校時に１台という感じでしょうか。 

≪総務課長≫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登校時は２回です。下校時は小学校と中学校があり、中学校では部活動もあ

りますので、現在は１週間の状況を学校で取りまとめてバス会社に報告し、複

数回迎えに来てもらっています。 

≪德江教育長≫ 

  境南中学校は、境中学校と島中学校が合併してできた学校です。当時の南部

の生徒は島村渡船を利用して通学していました。島村渡船が不便になったとこ

ろから中学生のバス送迎が行われるようになったと思われます。境島小学校が

境小学校に統合する前は、行き１便、帰り１便で運行していました。 

 境島小学校を統合するにあたって、中学生の朝練習に対応する便と小学生の

登校時間の便の２便に増便することになりました。帰りについても、小学生が

帰る時間帯と中学生が帰る時間帯に運行することになりました。なお、夏休み

中はプールや臨時登校日を設ける日が各学校で異なりますので、学校からの申

し出によって特別な運行計画を立てています。 

≪総務課長≫ 

 現在の運行状況ですが、登校時は２便、下校時は４月～９月が４便、夏休み

は２便、１０月～３月が３便で対応しています。 

≪稲庭委員≫ 

  予算ですが、令和２年度と令和７年度が少ない理由を教えてください。 

≪総務課長≫ 

 契約が４月スタートではなく８月からスタートするため、令和２年度は８ヶ

月分、令和７年度は４ヶ月分になるためです。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

議案第６０号「伊勢崎市奨学資金基金条例の一部を改正する条例案について」教

育長から上程があった。 

書記が議案の朗読のあと、総務課長から資料を基に説明がされた。 

≪髙山委員≫ 

  これから返済金のウエイトが高くなると思いますが、返済金に関しての焦げ

付きはどうなのでしょうか。返済金がベースになるということは、きちんと返

済がなされることが前提になると思います。返済はきちんとなされているので

しょうか。 

≪総務課長≫ 

  返済金についてですが、平成２９年度、平成３０年度の実績では、貸与する

金額よりも返済される金額の方が多くなっております。返済については計画立

てて返していただくよう、必要があれば電話連絡や家庭訪問も行い相談に乗り

ながら対応しております。今のところは安定した奨学資金基金の運用ができる

と考えております。 

≪稲庭委員≫ 

  資料中の「３０万円以上」とか「予算で定める額」の意味がよく分からない

ので説明をお願いします。 

≪総務課長≫ 

これまでは資金を積み立てる方法であり、毎年一般会計から３０万円を積み

立てておりました。原資がある程度たまってきましたので、一般会計から３０

万円積み立てることをやめ、返済金を積み立てる方法に変更するものです。ま



 

 

 

 

 

その他の事項 

 

 

 

閉 会 

た、これまで処分についての項目が明文化されておりませんでしたので、基金

を取り崩して活用する処分の項目を第６条に加えました。 

（そのほか質問等はなく、全員異議なく原案のとおり可決された。） 

 

――― その他の事項 ――― 

・次回の教育委員会の日程について 

１２月２０日（金）午後２時００分  本館５階職員研修室 

 

 ――― 閉会宣言 ――― 

以上により閉会する旨の宣言が教育長からあった。 
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伊勢崎市教育委員会 

 



 

開催年月日 

開催の場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

 

 

 

 

令和元年１２月２０日（金） 

伊勢崎市役所 本館５階職員研修室 

◇ 会 議 日 程 ◇ 

第１ 開会宣言 

第２ 会議録署名委員の指名 

第３ 前回会議録の承認 

第４ 会議録署名委員の署名 

第５ 教育長報告 

第６ 事前質問事項 

第７ 議事 

第８ その他の事項 

第９ 閉会宣言 

※出席委員 

１番  德 江 基 行 

２番  髙 橋 慶 一 

３番  津久井 喜代己 

４番  稲 庭 美智子 

５番  髙 山 英 記 

 ※説明のため出席した者 

教 育 部 長    村 井 通 浩 

教 育 副 部 長    戸 田 康 一 

教 育 副 部 長    小 野   賢 

総 務 課 長    定 形 泰 明 

教 育 施 設 課 長    小野塚 博 久 

学 校 教 育 課 長    三 木 俊 幸 

四ツ葉学園中等教育学校事務長    山 崎 芳 宣 

健 康 給 食 課 長    佐 藤 洋 子 

生 涯 学 習 課 長    二 上 哲 也 

図 書 館 課 長    井 野 幸 枝 

文 化 財 保 護 課 長    倉 林   潤 

※総務課職員出席者 

書   記          久保田 朋 美 

書   記          阿左美 裕 美 

書   記          金 井 愛 実 

 

 ――― 開会宣言 ――― 

教育長から開会宣言があり、全員出席の旨の発言があった。 

 

 ――― 会議録署名委員の指名 ――― 

教育長から会議録署名委員として３番 津久井委員、４番 稲庭委員、議案の説

明者として教育部長、教育副部長、総務課長、教育施設課長、学校教育課長、四

ツ葉学園中等教育学校事務長、健康給食課長、生涯学習課長、図書館課長、文化

財保護課長の指名があった。 

 



 

前 回 会 議 録 の 承 認 

 

 

会議録署名委員の署名 

 

 

 

教 育 長 報 告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 前 質 問  

 

 

 

 ――― 前回会議録の承認 ――― 

１１／１５の会議録の承認を求め、承認された。 

 

 ――― 会議録署名委員の署名 ――― 

１１／１５の会議録に署名をいただいた。 

    １１／１５ 教育長、髙橋委員、津久井委員署名 

 

 ――― 教育長報告 ――― 

≪教育部長≫ 

１.「令和元年第５回伊勢崎市議会定例会における一般質問に対する答弁概要に

ついて」、資料を基に報告があった。 

≪四ツ葉学園中等教育学校事務長≫ 

２．「令和２年四ツ葉学園中等教育学校成人式について」、１月１２日、四ツ葉学

園中等教育学校において、卒業生を対象とした成人式を開催する旨、資料を基

に報告があった。 

≪生涯学習課長≫ 

３．「令和元年度第１５回伊勢崎市生涯学習大会の開催について」、１月１８日、

境総合文化センターにおいて、市民グループによる学びの成果を生かしたステ

ージ発表等を開催する旨、資料を基に報告があった。 

４．「令和元年度『第３２回人権について考える集い』の開催について」、１月 

２４日、境総合文化センターにおいて、基本的人権にかかわる人権・同和問題

についての講演会及び隣保館集会所事業成果発表会を開催する旨、資料を基に

報告があった。 

≪図書館課長≫ 

５．「いせさき学習堂郷土文化講座『没後七十年 森村酉三と伊勢崎』について」、

１２月２１日、伊勢崎市図書館集会室において本講座を開催し、１２月２１日

から１月１９日までの期間、同図書館展示室において関連資料等を展示する

旨、資料を基に報告があった。 

≪津久井委員≫ 

森村酉三の講座については事前申込のようですが、定員は何人でしょうか。 

≪図書館課長≫ 

定員は設けておりますが、申し込みなく当日いらっしゃる方も多々おりま

す。その場合でも入っていただくようにしております。 

≪髙橋委員≫ 

森村酉三の講座や展示は何回目になるのですか。 

≪図書館課長≫ 

今期は没後七十年ということで、群馬県立近代美術館で企画展「森村酉三と

その時代」を９月２１日から１１月１０日の期間で開催しておりました。そし

て今回は、伊勢崎市に特化した形で伊勢崎市図書館において開催します。 

 

―― 事前質問 ――― 

・「新学校給食調理場の現状報告等について」（髙山委員） 

 ≪健康給食課長≫ 

 現状報告についてですが、第一学校給食調理場は１棟２場方式で４献立を提
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閉 会 

供する調理場として本年８月２７日から稼働しております。対象校は、幼稚園

２園、小学校１３校、中学校５校、県立特別支援学校１校の計２園１９校とな

ります。現在の職員体制ですが、場長及び調理員等で東調理場が４１人、西調

理場が４４人、計８５人で調理業務に従事しております。提供している食数は、

東調理場が赤堀中学校区とあずま中学校区に約５，３００食、西調理場が第一

中学校区、第三中学校区、殖蓮中学校区に約５，７００食提供しており、一日

に約１１，０００食、市全体の約５８％の給食を提供しております。 

 次に稼働後の課題や改善事項についてですが、全ての職員で安全に効率的な

作業が行えるように、これまで培ってきたスキルを活かして準備を整えてきま

した。準備の一例としては、調理のシミューションを実施し、一連の作業確認

等を行ったため、給食業務が止まるような大きな課題やトラブルは起きており

ません。開始当初は作業上の軽微な課題等はありましたが、安全で安定した調

理業務を行うために、職員の作業手順や動線等の見直しを図り対応してまいり

ましたので、すでに解消しております。 

 次に給食の配送についてですが、配送、回収ともに配送計画に基づき行って

おり、現在順調に進んでおります。なお、第一学校給食調理場の配送車１０台

には、くわまるのデザインが左右両面にプリントされております。走行中や学

校の到着時、子供たちが手を振って歓迎してくれる様子が多々見られます。配

送車が注目を集めていることにより、配送担当者は安全運転への意識がより高

まっております。 

 最後に学校からの要望についてですが、給食主任の先生が集まる学校給食献

立会議において、学校への配送時間が遅れる場合には連絡が欲しいとの要望が

ありました。調理場での遅れや日々の交通事情により遅れが出ることが考えら

れますので、調理場で確認できる状況により学校へ連絡するよう対応しており

ます。また、要望ではありませんが、お椀やトレーにくわまるのイラストが入

ったことや新しい食缶の保温性が高まったことから、給食が楽しみである、給

食がおいしくなったという意見、感想が届いております。 

≪髙山委員≫ 

  概ねうまくいっているわけですね。 

≪健康給食課長≫ 

多少配送が遅れたり、午後の洗浄作業の動線が乱れたりすることはありまし

たが、日々の話し合いの中で改善され、今は落ち着いて稼働しております。 

 

――― その他の事項 ――― 

・次回の教育委員会の日程について 

１月１７日（金）午後２時００分  東館５階第３会議室 

 

 ――― 閉会宣言 ――― 

以上により閉会する旨の宣言が教育長からあった。 

 

 

 

 

 


